
一
�
は
じ
め
に

〜
司
法
過
疎
と
は
〜

日
司
連
が
司
法
過
疎
対
策
に
乗
り

出
す
の
は
、
平
成
一
三
年
六
月
の
第

五
九
回
定
時
総
会
で
代
議
員
が
提
案

し
た
�
司
法
過
疎
解
消
に
関
す
る
基

盤
整
備
事
業
に
関
す
る
決
議
案
�
を

承
認
し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
決
議

は
、
司
法
過
疎
解
消
を
目
的
と
し
て
、

①
司
法
過
疎
地
（
域
）
の
実
態
の
把

握
と
調
査
、
研
究
（
司
法
書
士
需
要

の
有
無
も
含
む
）、
②
司
法
過
疎
地

域
に
対
す
る
巡
回
法
律
相
談
の
開
催
、

③
司
法
過
疎
地
域
に
お
け
る
司
法
書

士
支
援
、
派
遣
司
法
書
士
の
育
成
事

業
等
の
検
討
・
推
進
（
を
）
す
る
機

関
の
設
置
及
び
財
政
支
援
、
を
日
司

連
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

＊

こ
の
決
議
案
に
は
、�
司
法
過
疎
�

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、

必
ず
し
も
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け

で
は
な
く
、
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

が
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人

口
過
密
地
域
に
お
け
る
司
法
過
疎
問

題
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。

＊

一
般
に
、�
過
疎
�
と
は
、�
過
密
�

の
対
義
語
で
あ
り
、
人
口
過
疎
は
、

都
市
部
の
人
口
過
密
問
題
が
引
き
起

一
連
の
新
人
研
修
を
終
え
、
多
く
の
新
人
の
方
々
は
春
を
待
ち
わ
び
た
桜
の
如
く
、
司
法
書
士
登
録
を
し
て
様
々
な
分
野
で
活
躍

さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
時
期
だ
か
ら
こ
そ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
弁
護
士
の
増
加
に
よ
り
、
法
律
事
務
所

は
大
都
市
の
み
な
ら
ず
地
方
で
も
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
司
法
書
士
は
地
方
で
開
業
す
る
会
員
が
依
然
少
な
く
、
ま
た

地
方
で
開
業
し
て
い
る
会
員
も
高
齢
化
が
進
み
、
事
務
所
の
承
継
問
題
が
大
き
な
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
続

く
と
、
司
法
書
士
が
有
す
る
法
的
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
い
て
は
私
た
ち
の
存
在
意
義
す
ら
問
わ
れ
か
ね

な
い
。
私
た
ち
は
何
を
す
べ
き
か
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
登
録
す
る
新
人
の
た
め
に
何
を
準
備
す
べ
き
か
、
こ
の
場
を
借
り
て
考
え
て

み
た
い
。

（
月
報
発
行
委
員
会
）

日
司
連
の
司
法
過
疎
対
策
に
つ
い
て

特
集

司
法
書
士
と
し
て
活
躍
し
よ
う

日
司
連
司
法
拡
充
対
策
部

理
事

や
ま
だ

す
す
む

山
田

進
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こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

過
密
問
題
を
解
決
す
れ
ば
自
ず
か
ら

過
疎
問
題
も
解
決
す
る
は
ず
で
あ
る

が
、
国
は
過
疎
問
題
の
解
消
に
向
け

て
直
接
対
策
を
取
っ
て
い
る
。
昭
和

四
五
年
に
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置

法
を
制
定
、
昭
和
五
五
年
に
過
疎
地

域
振
興
特
別
措
置
法
、
平
成
二
年
に

過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
、
現

在
は
平
成
一
二
年
の
過
疎
地
域
自
立

促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
二
一
年
度

ま
で
）
に
よ
り
過
疎
対
策
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。現
行
法
は�
過
疎
地
域
�

を
、
中
長
期
的
な
人
口
減
少
及
び
長

期
的
な
人
口
減
少
の
結
果
と
し
て
の

年
齢
構
成
の
偏
り
か
ら
過
疎
地
域
を

捉
え
て
い
る
（
注
１
）。

＊

過
疎
地
域
で
は
、
自
治
体
の
財
政

難
か
ら
社
会
基
盤
の
維
持
が
困
難
に

な
り
、
一
定
の
生
活
水
準
を
維
持
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
法
的
サ
ー
ビ
ス
の

み
で
は
な
く
、
医
療
、
教
育
、
防
災

等
の
社
会
基
盤
す
べ
て
に
わ
た
り
不

十
分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
市
町
村
の
数
は
、
表
１
の
と

お
り
、
全
国
の
四
〇
・
九
％
、
面
積

で
は
五
四
・
一
％
を
占
め
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
人
口
は
八
・
四
％
に
す

ぎ
な
い
。
四
〇
年
近
く
前
に
始
ま
っ

た
過
疎
対
策
が
終
了
す
る
こ
と
な
く

続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
困
難
を
極

め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
近
で

は
、
過
疎
化
な
ど
で
、
社
会
的
共
同

生
活
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
集
落

の
こ
と
を
�
限
界
集
落
�
と
呼
ん
で

い
る
（
注
２
）。

＊

規
制
改
革
に
よ
り
競
争
原
理
が
働

き
、
効
率
の
向
上
が
追
求
さ
れ
た
。

郵
政
民
営
化
に
よ
る
郵
便
局
の
廃
庁

を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、

競
争
は
非
効
率
な
サ
ー
ビ
ス
の
縮
小

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な

状
況
で
、
人
口
八
・
四
％
の
地
域
に

社
会
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
の
財
政

出
動
は
容
易
で
は
な
い
。

＊

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
地
域
に
、

司
法
書
士
は
、
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

一
言
で
言
え
ば
、
誰
で
も
で
き
る
業

務
で
な
い
か
ら
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
は
司
法
書
士
業
務
に
内
在
す

る
義
務
な
の
で
あ
る
。
届
け
出
に
よ

り
誰
で
も
開
始
で
き
る
業
務
で
あ
れ

ば
、
見
え
ざ
る
手
に
よ
り
過
疎
地
に

も
過
疎
地
相
応
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

さ
れ
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
。
し
か

し
、
現
状
で
は
司
法
書
士
は
質
的
担

保
を
確
保
す
る
た
め
に
数
量
的
規
制

を
さ
れ
、
需
要
に
見
合
う
供
給
が
さ

れ
て
い
な
い
（
注
３
）。
質
的
担
保

の
確
保
を
理
由
に
数
量
的
制
限
を
す

る
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
る
が
、

司
法
書
士
に
あ
っ
て
は
、
弁
護
士
ほ

ど
批
判
さ
れ
て
い
な
い
（
注
４
）。

二
�
司
法
書
士
会
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー（
注
５
）の
開
設
又
は

運
営
に
対
す
る
財
政
支
援

日
司
連
は
、
平
成
一
三
年
の
総
会

決
議
に
基
づ
き
、
司
法
制
度
改
革
対

策
部
の
中
に
司
法
過
疎
対
策
ワ
ー
キ

ン
グ
チ
ー
ム
（
注
６
）
を
設
置
し
、

司
法
過
疎
地
解
消
に
関
す
る
プ
ラ
ン

を
策
定
し
た
。
同
プ
ラ
ン
は
、
司
法

過
疎
解
消
事
業
を
継
続
し
て
行
う
た

【表１ 過疎地域の状況】

（過疎地域の割合）

４０．９％

８．４％

５４．１％

（全国）

１，７９８

１２，７７７

３７７，９１５

（過疎市町村）

７３５

１，０６８

２０４，２６８

関係市町村数（平成１９年１２月１日）

人口（平成１７年国調：万人）

面積（平成１７年国調：�）

総務省自治行政局過疎対策室�過疎地域自立促進特別措置法の概要�より

司法書士として活躍しよう
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め
、
全
国
八
ブ
ロ
ッ
ク
会
の
地
域
内

に
概
ね
一
ヵ
所
�
司
法
書
士
法
律
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
�
を
設
置
す
る
こ

と
を
目
指
し
、
一
定
期
間
（
平
成
一

七
年
度
ま
で
）
財
政
支
援
を
し
て
い

く
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た

（
注
７
）。
そ
し
て
、
継
続
的
に
財

政
援
助
を
す
る
こ
と
を
念
頭
に
、
司

法
書
士
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
の
開
設

支
援
に
着
手
し
た
。

＊

そ
の
結
果
、
①
い
わ
み
少
額
裁
判

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
島
根
県
、
平

成
一
三
年
三
月
二
五
日
）、②
司
法
書

士
無
料
法
律
相
談
所
滝
川
支
所
（
北

海
道
滝
川
、
平
成
一
三
年
一
〇
月
二

七
日
）、③
幡
多
司
法
書
士
無
料
法
律

相
談
セ
ン
タ
ー（
高
知
県
、
平
成
一

四
年
一
月
二
六
日
）、④
大
隅
地
区
司

法
書
士
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
鹿
児

島
県
、
平
成
一
四
年
五
月
一
五
日
）、

⑤
久
米
島
司
法
書
士
法
律
相
談
セ
ン

タ
ー
（
沖
縄
県
、
平
成
一
四
年
八
月

一
日
）、⑥
あ
い
づ
司
法
書
士
無
料
法

律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
福
島
県
、
平
成

一
五
年
九
月
二
七
日
）、⑦
京
都
司
法

書
士
会
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
京
都

府
、
平
成
一
六
年
九
月
）、⑧
近
司
連

司
法
書
士
会
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（
近
畿
、
平
成
一
六
年
一
〇
月
）を
開

設
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
注
８
）。

相
談
セ
ン
タ
ー
開
設
は
過
疎
対
策
の

対
処
療
法
で
あ
る
が
、
多
く
の
人
が

有
効
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
９
）。ま

た
、
財
政
支
援
の
裏
付
け
と
し
て
、

司
法
過
疎
解
消
を
目
的
と
し
た
基
金

設
立
の
検
討
を
始
め
た
。

三
�
過
疎
地
の
実
態
調
査

平
成
一
六
年
六
月
、
第
六
五
回
定

時
総
会
に
お
い
て
、
代
議
員
が
提
案

し
た
�
司
法
書
士
及
び
日
本
司
法
書

士
会
連
合
会
は
、
司
法
書
士
の
〇
一

（
ゼ
ロ
ワ
ン
）
地
域
の
解
消
を
目
指

す
こ
と
を
宣
言
す
る
。�
と
の
決
議

が
採
択
さ
れ
た
。�
司
法
書
士
を
あ

ま
ね
く
存
在
さ
せ
る
宣
言
�
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
全
国
に
�
遍
在
�
す
る
は

ず
の
司
法
書
士
が
�
偏
在
�
に
向
か

い
つ
つ
あ
る
状
況
を
食
い
止
め
な
け

れ
ば
、
司
法
書
士
の
存
在
意
義
が
失

わ
れ
る
と
の
危
機
感
を
表
す
も
の
で

あ
る
。

＊

こ
の
総
会
決
議
を
受
け
て
、
日
司

連
は
現
状
把
握
の
た
め
司
法
書
士
会

に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
注
１０
）
を

実
施
し
た
。
こ
の
調
査
結
果
を
も
と

に
、
平
成
一
八
年
二
月
か
ら
三
月
に

か
け
て
、
①
北
海
道
夕
張
市
、
木
古

内
町
、
福
島
町
、
足
寄
町
、
厚
岸
町

等
、
②
秋
田
県
鹿
角
市
、
男
鹿
市
、

仙
北
市
、
③
東
京
都
あ
き
る
野
市
、

④
静
岡
県
下
田
市
、
⑤
京
都
府
宮
津

市
、
⑥
広
島
県
庄
原
市
、
⑦
沖
縄
県

久
米
島
町
の
現
地
調
査
を
実
施
し
た

（
注
１１
）。
ま
た
、
平
成
二
〇
年
二

月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
留
萌
市
・

天
塩
町
（
北
海
道
）、
野
辺
地
町
（
青

森
）、
二
戸
市（
岩
手
）、
横
手
市（
秋

田
）、
亘
理
町
・
山
元
町
（
宮
城
）、

珠
洲
市
（
石
川
）、
串
本
町
・
紀
の

川
市
（
和
歌
山
）、
長
門
市
（
山
口
）、

雲
南
市
・
掛
合
町
（
島
根
）、
愛
南

町
（
愛
媛
）、
長
島
町
・
屋
久
島
等

（
鹿
児
島
）、
高
千
穂
町
（
宮
崎
）

の
調
査
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

四
�
開
業
支
援
〜
資
金
援
助
〜

日
司
連
は
、
本
格
的
な
開
業
支
援

事
業
の
前
に
、
平
成
一
八
年
二
月
過

疎
地
へ
の
試
行
派
遣
（
�
開
業
支

援
）
の
募
集
を
行
っ
た
。【
対
象
地

域
】
は
、
司
法
書
士
が
ゼ
ロ
又
は
一

名
程
度
し
か
存
在
し
な
い
市
町
村
、

も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
で
、

日
司
連
が
事
業
計
画
を
遂
行
す
る
に

適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
地
域
と
し

た
。【
応
募
要
件
】
は
、
①
簡
裁
代

理
認
定
者
で
あ
る
こ
と
、②
個
人（
法

人
は
対
象
と
し
な
い
）、
③
所
属
司

法
書
士
会
会
長
の
推
薦
が
あ
る
こ
と
、

④
派
遣
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
司
法

書
士
会
会
長
の
了
承
を
得
る
こ
と
、
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⑤
簡
裁
代
理
業
務
及
び
法
律
相
談
、

成
年
後
見
業
務
に
積
極
的
に
取
り
組

む
意
思
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
、
⑥

五
年
以
上
当
該
地
に
お
い
て
地
域
司

法
サ
ー
ビ
ス
に
携
わ
る
覚
悟
で
あ
る

こ
と
、
⑦
地
元
の
公
的
役
職
や
司
法

書
士
会
支
部
の
役
職
、
司
法
書
士
相

談
セ
ン
タ
ー
等
の
要
請
に
も
積
極
的

に
応
ず
る
用
意
が
あ
る
意
思
が
う
か

が
わ
れ
る
こ
と
、
⑧
三
年
間
、
年
一

回
、
日
司
連
へ
活
動
状
況
を
報
告
す

る
こ
と
、
⑨
日
司
連
や
単
位
会
（
＊

募
集
要
項
の
と
お
り
表
現
）
等
が
行

う
司
法
過
疎
対
策
に
関
す
る
事
業
に

積
極
的
に
協
力
す
る
意
思
の
あ
る
こ

と
で
あ
る
。【
支
援
内
容
】
は
、
開

業
資
金
と
し
て
一
五
〇
万
円
を
無
償

提
供
、
事
業
資
金
（
�
運
転
資
金
）

と
し
て
年
五
〇
万
円
を
三
年
間
貸
付

（
三
年
以
上
当
該
地
に
お
い
て
業
務

を
行
っ
た
場
合
は
返
済
を
免
除
す

る
）
で
あ
る
。【
応
募
】
五
名
の
募

集
に
対
し
三
名
が
応
募
し
、
審
査
の

結
果
、
①
北
海
道
浦
河
町
、
湧
別
町

（
以
上
調
査
地
域
以
外
）
②
東
京
都

あ
き
る
野
市
で
の
開
業
申
込
者
に
支

援
を
決
定
し
た
。

＊

一
八
年
度
か
ら
は
本
格
的
な
支
援

を
し
て
い
く
た
め
、
司
法
過
疎
解
消

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
注
１２
）
を
開
催
し
、

過
疎
地
調
査
の
結
果
を
開
業
希
望
者

に
提
供
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
平
成

一
八
年
一
〇
月
、
第
一
回
司
法
過
疎

地
開
業
支
援
の
募
集
を
行
い
、
そ
の

結
果
、
①
北
海
道
白
老
町
（
調
査
地

域
以
外
）、
厚
岸
町

②
秋
田
県
男

鹿
市

③
京
都
府
宮
津
市

④
高
知

県
香
美
市
（
調
査
地
域
以
外
）
⑤
沖

縄
県
久
米
島
町
の
六
名
に
開
業
支
援

を
し
た
。
平
成
一
九
年
二
月
、
第
二

回
司
法
過
疎
地
開
業
支
援
の
募
集
を

行
っ
た
。
対
象
者
を
法
人
に
拡
大
し
、

開
業
予
定
地
の
司
法
書
士
会
会
長
の

了
承
が
不
要
（
た
だ
し
、
意
見
聴
取

を
す
る
）
と
し
た
。
五
名
程
度
の
募

集
に
対
し
、
①
高
知
県
淀
川
町
（
調

査
地
域
以
外
）、
②
長
崎
県
平
戸
市

（
調
査
地
域
以
外
）
で
の
開
業
の
申

し
込
み
が
あ
り
、
二
名
を
支
援
し
た
。

平
成
二
〇
年
一
月
に
も
開
業
支
援
の

募
集
を
行
っ
て
い
る
（
注
１３
）。

五
�
基
金
の
設
置

〜
安
定
し
た
財
政
支
援
〜

平
成
一
八
年
六
月
の
第
六
八
回
定

時
総
会
に
お
い
て
、
代
議
員
が
提
案

し
た
�
平
成
一
九
年
度
に
司
法
書
士

過
疎
対
策
特
別
基
金
設
置
を
求
め
る

決
議
案
�
が
承
認
さ
れ
た
。
決
議
の

趣
旨
は
、
日
司
連
は
、
全
力
を
あ
げ

て
、
国
民
が
均
し
く
司
法
ア
ク
セ
ス

を
享
受
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
、

司
法
書
士
の
〇
一
地
域
を
解
消
す
る

た
め
、
平
成
一
九
年
度
に
司
法
書
士

過
疎
対
策
特
別
基
金
を
設
置
す
る
こ

と
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

日
司
連
は
、
こ
の
決
議
に
基
づ
き
、

過
疎
解
消
基
金
の
設
置
を
検
討
し
、

一
九
年
度
の
総
会
に
�
基
金
を
設
置

す
る
規
則
�
及
び
�
予
算
�
を
提
出

し
た
。
基
金
予
算
は
五
千
万
円
で
あ

る
。基

金
の
設
置
に
よ
り
、
安
定
し
た

事
業
に
向
け
て
一
歩
前
進
す
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
当
面
、
財
源
は
会
員

業
務
整
備
・
地
域
事
業
推
進
等
特
別

会
計
か
ら
支
出
さ
れ
、
会
員
か
ら
過

疎
対
策
の
た
め
の
基
金
は
募
ら
な
い
。

事
業
が
う
ま
く
展
開
し
て
い
く
か
は
、

今
後
ど
れ
く
ら
い
基
金
の
積
み
立
て

が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
今

の
と
こ
ろ
、
安
定
し
た
財
源
と
は
い

え
な
い
が
、
基
金
設
置
に
よ
り
、
懸

案
と
な
っ
て
い
た
過
疎
地
に
お
け
る

事
業
承
継
の
ス
キ
ー
ム
、
司
法
過
疎

地
解
消
地
域
事
務
所
等
（
注
１４
）
の

検
討
や
試
行
の
下
地
が
で
き
た
も
の

と
考
え
る
。

六
�
お
わ
り
に

過
疎
対
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人

口
の
減
少
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い

地
域
は
多
い
。
日
司
連
の
過
疎
対
策

事
業
地
は
、
ひ
ま
わ
り
基
金
事
務
所

司法書士として活躍しよう

司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2008.4

特 集

５



よ
り
さ
ら
に
過
疎
地
域
の
場
合
が
多

い
。
こ
の
よ
う
な
地
に
、
ど
れ
く
ら

い
開
業
希
望
者
が
集
ま
る
の
か
心
配

し
て
い
た
が
、
過
疎
地
開
業
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
大
勢
の
参
加
者
が
あ
っ
た

（
注
１５
）。
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
者
の

話
を
聞
く
限
り
、
都
会
で
の
独
立
開

業
は
難
し
く
、
勤
務
司
法
書
士
に
も

違
和
感
を
感
じ
て
い
る
人
々
が
、
新

天
地
を
求
め
て
集
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

＊

司
法
過
疎
地
の
調
査
で
は
各
種
法

律
相
談
件
数
の
調
査
も
す
る
が
、
そ

の
数
が
多
く
な
い
地
も
あ
る
。
し
か

し
、
過
疎
地
に
お
い
て
は
、
相
談
件

数
で
法
的
ニ
ー
ズ
を
判
断
す
る
の
は

適
切
で
な
く
（
注
１６
）、
開
業
支
援

事
業
に
よ
り
開
業
し
た
司
法
書
士
は
、

忙
し
い
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と

が
開
業
支
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
報
告
さ

れ
て
い
る
。
過
疎
地
に
お
い
て
は
、

一
人
の
司
法
書
士
が
多
種
の
業
務
や

会
務
、
そ
し
て
公
的
仕
事
も
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
司
法
過
疎
解
消
を

支
え
て
い
る
の
は
、
個
人
的
資
質
や

力
量
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
（
注
１６
）。
国
民

の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
守
る
と
い

う
よ
う
に
大
上
段
に
構
え
る
こ
と
な

く
、
自
分
の
知
識
経
験
を
少
し
で
も

必
要
と
し
て
い
る
人
の
た
め
に
、
一

人
で
も
多
く
過
疎
地
に
開
業
し
て
く

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
日
司
連

は
、
こ
れ
ら
の
会
員
に
対
し
、
で
き

る
限
り
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
し
て
い

く
決
意
で
あ
る
。

（
注
１
）
�
人
口
要
件
と
し
て
、
以

下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

（
法
第
三
二
条
）。
①
昭
和
四
〇
年

〜
平
成
一
二
年
の
人
口
減
少
率
が
三

〇
％
以
上
、
②
同
期
間
の
人
口
減
少

率
が
二
五
％
以
上
、高
齢
者
比
率（
六

五
歳
以
上
）
二
四
％
以
上
、
③
同
期

間
の
人
口
減
少
率
が
二
五
％
以
上
、

若
年
者
比
率
（
一
五
歳
以
上
三
〇
歳

未
満
）
一
五
％
以
下
、
④
昭
和
五
〇

年
〜
平
成
一
二
年
の
人
口
減
少
率
が

一
九
％
以
上
�
財
政
力
要
件
（
省

略
）（h
ttp
://w
w
w
.so
u
m
u
.g
o
.j

p
/c-gyo

u
sei/2

0
0
1
/ka
so
/ka
so

_gaiyo
.h
tm
l

）

（
注
２
）
大
野
晃
が
、
高
知
大
学
人

文
学
部
教
授
時
代
の
平
成
三
年
に
最

初
に
提
唱
し
た
概
念
で
あ
る
。
六
五

歳
以
上
人
口
比
五
〇
％
以
上
高
齢
化

が
進
み
、
共
同
体
の
機
能
維
持
が
限

界
に
達
し
て
い
る
状
態
を
指
し
、
や

が
て
人
口
が
ゼ
ロ
と
な
り
消
滅
集
落

と
な
る
（
出
典
�
フ
リ
ー
百
科
事
典

『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（W

ikip
e-

d
ia

）』
限
界
集
落
）。

（
注
３
）
樫
村
志
郎
�
過
疎
地
の
司

法
ア
ク
セ
ス
と
司
法
書
士
�（
月
報

司
法
書
士
二
〇
〇
七
年
一
月
号
一
二

頁
）

（
注
４
）臨
時
司
法
制
度
調
査
会（
我

妻
榮
会
長
）
で
は
、
司
法
制
度
の
運

営
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
、
法
曹

一
元
化
の
制
度
に
関
す
る
事
項
が
審

議
さ
れ
、
そ
の
意
見
書
（
昭
和
三
九

年
八
月
）
で
は
、
弁
護
士
の
大
都
市

偏
在
化
の
是
正
（
具
体
策
第
二
の

一
）
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
司
法

制
度
改
革
審
議
会
（
佐
藤
幸
治
会

長
）
意
見
書
（
平
成
一
三
年
六
月
一

二
日
）
で
は
、
法
曹
の
質
・
量
と
も

に
�
社
会
の
法
的
需
要
に
十
分
対
応

で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
�

に
あ
り
�
大
幅
に
拡
充
す
る
こ
と
は

不
可
欠
で
あ
る
�
と
指
摘
（
Ⅰ
今
般

の
司
法
制
度
改
革
の
基
本
理
念
と
方

向
第
３
の
２
�
）
す
る
と
と
も
に
、

弁
護
士
過
疎
問
題
へ
の
対
応
を
求
め

て
い
る
（
Ⅲ
司
法
制
度
を
支
え
る
法

曹
の
あ
り
方
第
３
の
３
）。
一
方
、

司
法
書
士
は
、
全
国
広
く
分
布
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
、
簡
裁
に
お
け
る

民
事
訴
訟
の
代
理
権
が
条
件
付
き
で

付
与
さ
れ
た
。

（
注
５
）都
道
府
県
司
法
書
士
会（
北

海
道
は
札
幌
、
旭
川
、
釧
路
、
函
館

の
四
司
法
書
士
会
）
又
は
ブ
ロ
ッ
ク

司
法
書
士
会
（
北
海
道
、
東
北
、
関

東
、
中
部
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
、
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九
州
）
が
設
置
す
る
相
談
セ
ン
タ
ー

（
注
６
）
組
織
替
え
に
よ
り
、
平
成

一
五
年
度
か
ら
司
法
制
度
対
策
部
司

法
ア
ク
セ
ス
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
、

平
成
一
六
年
度
か
ら
司
法
ネ
ッ
ト
対

策
部
が
引
き
継
い
で
い
る
。
現
在
は
、

総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
の
開
設
支
援
を

常
設
の
司
法
支
援
部
門
が
担
当
し
、

司
法
過
疎
対
策
を
司
法
拡
充
対
策
部

が
担
当
し
て
い
る
。

（
注
７
）
日
連
司
法
ア
ク
セ
ス
対
策

ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
�
司
法
書
士
会

の
取
り
組
み

司
法
書
士
法
律
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
�
現
状
と
課
題
�
�

（
月
報
司
法
書
士
二
〇
〇
四
年
二
月

号
一
四
頁
）

（
注
８
）
日
司
連
は
、
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー
を
全
国
三
〇
〇
ヵ
所
に
拡
大

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
て
、
現
在
、

一
二
七
ヵ
所
が
開
設
さ
れ
て
い
る

（h
ttp
://w
w
w
.sh
ih
o
-sh
o
sh
i.o

r.jp
/activity/var_co

n
su
ltin
g/c

en
ter_list.p

h
p

）

（
注
９
）
吉
岡
良
治
�
弁
護
士
偏
在

の
現
状
と
課
題
�（
自
由
と
正
義
四

五
巻
七
号
一
二
頁
）、
住
田
昌
弘�
自

治
体
法
律
相
談
ア
ン
ケ
ー
ト
分
析
か

ら
弁
護
士
過
疎
と
法
曹
人
口
問
題
を

考
え
る
�（
自
由
と
正
義
四
五
巻
七

号
一
六
頁
）、
太
田
治
夫
�
ひ
ま
わ

り
基
金
と
公
設
法
律
事
務
所
�（
月

報
司
法
書
士
二
〇
〇
七
年
一
月
号
一

四
頁
）
の
日
弁
連
名
古
屋
宣
言
（h

t

tp
://w
w
w
.n
ich
ib
en
ren
.o
r.jp
/j

a/co
m
m
ittee/d

ep
o
p
u
la
tio
n
/to

riku
m
i.h
tm
l

）

（
注
１０
）
平
成
一
七
年
三
月
、
全
国

四
八
司
法
書
士
会
に
対
し
、
司
法
書

士
会
の
過
疎
対
策
事
業
の
内
容
、
連

合
会
の
過
疎
対
策
事
業
に
つ
い
て
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
司
法
書
士

会
に
過
疎
地
が
な
い
と
回
答
し
た
の

は
三
〇
会
で
あ
っ
た
。
平
成
一
八
年

七
月
、
第
一
回
ア
ン
ケ
ー
ト
の
目
的

が
十
分
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
判
断
し
、

第
二
回
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
を
し
た
。

過
疎
地
が
な
い
と
回
答
し
た
の
は
一

五
会
に
減
少
し
た
。

（
注
１１
）
里
村
美
喜
夫
�
田
舎
に
行

こ
う
�（
月
報
司
法
書
士
二
〇
〇
七

年
一
月
号
二
〇
頁（h

ttp
://w
w
w
.s

h
ih
o
-sh
o
sh
i.o
r.jp
/a
sso
cia
tio

n
/p
u
b
lish
/m
o
n
th
ly_rep

o
rt/2
0

0
7
0
1
/d
ata/2

0
0
7
0
1
_0
2
.p
d
f

）

（
注
１２
）
平
成
一
八
年
八
月
五
日
、

東
京
で
開
催
。
平
成
一
八
年
二
月
〜

三
月
に
調
査
し
た
地
域
の
情
報
を
提

供
。
平
成
一
九
年
三
月
二
四
日
、
神

戸
市
で
開
催
。
平
成
一
八
年
二
月
〜

三
月
に
調
査
し
応
募
が
な
か
っ
た
地

域
の
情
報
提
供
（
夕
張
市
は
生
活
が

困
難
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
鹿

角
市
は
、
地
元
出
身
者
が
支
援
事
業

を
利
用
せ
ず
に
開
業
し
た
た
め
除

く
）。
平
成
二
〇
年
一
月
二
六
日
大

阪
で
開
催
、
翌
二
七
日
東
京
で
開
催

（
開
業
支
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
名
称
変

更
）。
平
成
一
八
年
の
調
査
地
で
応

募
の
な
か
っ
た
地
域
の
情
報
提
供
及

び
平
成
二
〇
年
の
調
査
予
定
地
の
司

法
書
士
会
に
よ
る
情
報
提
供
。

（
注
１３
）
開
業
支
援
金
が
一
八
〇
万

円
に
な
り
、
定
着
支
援
金
が
三
年
間

で
最
高
五
四
〇
万
円
に
な
っ
た
。

（
注
１４
）
新
人
の
た
め
の
配
属
研
修

を
過
疎
対
策
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

の
検
討
に
も
着
手
し
た
。

（
注
１５
）
第
一
回
五
七
名
（
東
京
）、

第
二
回
二
二
名
（
神
戸
）、
第
三
回

三
八
名
（
大
阪
）、
第
四
回
四
六
名

（
東
京
）

（
注
１６
）
里
村
美
喜
夫
�
法
と
民
主

主
義
�
四
〇
六
号
六
二
頁

司法書士として活躍しよう
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一

は
じ
め
に

司
法
書
士
新
人
研
修
は
、
平
成
元

年
の
第
一
期
新
入
会
者
中
央
研
修
を

契
機
と
し
て
、
研
修
制
度
と
し
て
確

立
す
べ
く
幾
多
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が

図
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

平
成
一
三
年
度
に
お
い
て
�
日
司
連

新
人
研
修
規
則
�
及
び
�
日
司
連
新

人
研
修
規
則
実
施
要
領
�
が
制
定
さ

れ
、
平
成
一
四
年
度
よ
り
日
司
連
の

研
修
制
度
と
し
て
配
属
研
修
を
実
施

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

規
則
で
は
、
新
人
研
修
の
対
象
者

を
�
一
年
以
内
に
登
録
・
入
会
を
予

定
す
る
者
�
と
し
て
登
録
前
の
研
修

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
中
央

新
人
研
修
（
以
下
、�
中
央
研
修
�
と

い
う
）、ブ
ロ
ッ
ク
新
人
研
修
（
以
下

�
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
�
と
い
う
）、そ
し

て
司
法
書
士
会
新
人
研
修
（
以
下
、

�
司
法
書
士
会
研
修
�
と
い
う
）
の

三
区
分
に
よ
る
方
式
と
そ
れ
ぞ
れ
の

研
修
の
目
的
及
び
期
間
を
基
本
的
に

維
持
し
、
特
に
司
法
書
士
会
研
修
を

配
属
研
修
と
し
て
明
定
し
た
。

二

中
央
研
修
・
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
・

特
別
研
修
か
ら
配
属
研
修
へ

中
央
研
修
は
、
司
法
書
士
が
こ
れ

か
ら
の
時
代
に
応
え
る
べ
く
、
ま
た
、

司
法
制
度
改
革
の
中
の
枠
組
み
の
中

で
、
司
法
書
士
が
法
律
家
と
し
て
の

専
門
性
を
高
め
る
た
め
に
、
ま
ず
司

法
書
士
試
験
で
は
掘
り
下
げ
て
学
習

す
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
知
識
を
修

得
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
次
に
、

法
的
思
考
力
の
養
成
を
図
る
こ
と
に

主
眼
を
置
き
、
具
体
的
事
例
を
通
じ

て
、
依
頼
者
の
立
場
に
立
ち
依
頼
者

か
ら
の
事
情
聴
取
に
ど
の
よ
う
な
姿

勢
で
臨
み
、
書
面
の
作
成
に
そ
れ
を

配
属
研
修
の
現
状
に
つ
い
て
�
執
務
の
現
場
を
通
し
て
�

司
法
書
士
中
央
研
修
所
副
所
長

か
と
う

け
ん
い
ち

加
藤

憲
一

特
集

司
法
書
士
と
し
て
活
躍
し
よ
う
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ど
う
反
映
し
て
い
く
か
と
い
う
過
程

を
一
連
の
流
れ
と
し
て
学
ん
で
い
く

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
研
修
で
は
、
地
域
に
応

じ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
の
あ
る
内

容
と
な
っ
て
お
り
、
中
央
研
修
所
が

各
ブ
ロ
ッ
ク
会
と
協
議
の
上
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
及
び
講
義
で
使
用
す
る
教

材
の
統
一
化
を
推
し
進
め
て
き
た
結

果
で
あ
り
、
受
講
者
は
全
国
ど
の
地

域
の
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
を
受
講
し
て
も
、

一
定
の
部
分
で
均
質
化
さ
れ
た
内
容

の
講
義
が
受
け
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
が

定
着
し
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
ロ

ッ
ク
研
修
の
講
義
は
、
受
講
生
が
こ

れ
ま
で
机
上
で
学
ん
で
き
た
知
識
と

実
務
の
現
場
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ

る
知
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
べ
く
、

近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
を
除
く
ほ
と
ん
ど
が

実
務
経
験
の
豊
富
な
会
員
講
師
に
よ

り
行
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
特
別
研
修
は
、
簡
裁
代
理

等
関
係
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な

能
力
を
修
習
す
る
た
め
に
、
連
合
会

が
、
法
三
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め

る
法
人
と
し
て
指
定
を
受
け
た
上
で

実
施
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
講
義
形

式
の
ほ
か
、
少
人
数
で
の
グ
ル
ー
プ

学
習
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
裁
判
所
で
の

実
務
研
修
な
ど
の
実
践
的
な
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
特
別
研
修
に
つ

い
て
は
、
新
人
の
ほ
と
ん
ど
が
受
講

し
て
お
り
、
考
査
に
お
け
る
彼
ら
の

認
定
率
は
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
い

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
受
講
者
は
中
央
研

修
、
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
、
特
別
研
修
を

通
じ
て
、
か
つ
て
学
ん
だ
こ
と
の
な

い
知
識
を
短
期
間
に
詰
め
込
む
た
め
、

司
法
書
士
の
職
務
の
重
要
性
を
認
識

す
る
一
方
、
開
業
後
に
要
求
さ
れ
る

能
力
や
知
識
の
膨
大
さ
に
、
か
え
っ

て
不
安
を
増
幅
さ
せ
る
者
も
い
る
か

も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
配
属
研
修
は
、
受
講
者

が
集
合
研
修
で
修
得
し
た
知
識
に
つ

い
て
、
日
常
業
務
の
中
の
ど
の
場
面

で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
で
繰
り
出

さ
れ
て
事
件
処
理
へ
つ
な
が
っ
て
い

く
の
か
を
、
指
導
員
と
の
�
対
話
�

に
よ
り
消
化
吸
収
し
、
具
体
的
に
理

解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
一
連
の
研
修
の
最

後
の
過
程
と
し
て
大
き
な
存
在
意
義

が
あ
る
。

と
は
い
え
、
配
属
研
修
の
実
施
状

況
に
つ
い
て
は
、
各
司
法
書
士
会
に

よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
昨
年

末
に
全
国
的
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
に
よ
る
と
、
全
員
に
実
施
し
て

い
る
会
が
一
七
で
、
希
望
者
の
み
に

実
施
し
て
い
る
会
が
三
一
と
の
回
答

を
得
た
。
気
に
な
る
配
属
研
修
の
期

間
で
あ
る
が
、
概
ね
六
週
間
以
上
実

施
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、

会
に
よ
っ
て
は
、
配
属
研
修
と
と
も

に
集
合
研
修
を
も
あ
わ
せ
て
実
施
し

て
い
る
会
も
あ
る
。
そ
の
研
修
内
容

は
倫
理
や
開
業
支
援
と
い
っ
た
も
の

も
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
会

が
独
自
で
判
断
し
て
実
施
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
配
属
研
修
を
受
け
る

新
人
と
い
っ
て
も
、
そ
の
年
齢
、
経

歴
、
あ
る
い
は
開
業
予
定
の
時
期
等

に
よ
っ
て
、
研
修
期
間
中
に
お
け
る

取
り
組
み
方
に
は
個
人
差
が
あ
る
。

中
に
は
学
生
気
分
が
抜
け
き
れ
ず
、

受
け
身
で
講
義
を
受
け
る
姿
勢
も
見

受
け
ら
れ
、
本
来
、
自
ら
求
め
て
修

得
す
べ
き
実
務
研
修
に
対
し
て
消
極

的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
実
務
の
現
場
で
は
、
ど
の
よ
う

な
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
実
際

に
行
っ
た
事
件
処
理
等
で
み
て
み
る

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
臨
場
感
を
出

す
た
め
に
、
く
だ
け
た
会
話
形
式
で

あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ

り
し
て
お
き
た
い
。

と
も
あ
れ
、
百
聞
は
一
見
に
し
か

ず
で
あ
る
の
で
、
実
際
の
現
場
を
み

て
み
よ
う
。

三

配
属
先
の
現
場
で
は

（
Ａ
君
の
一
週
間
）

・
研
修
第
一
日
目

Ａ
君
�
平
成
一
九
年
度
本
試
験
合

格
の
Ａ
と
申
し
ま
す
！
Ｙ
先
生
、
事

務
所
の
皆
さ
ん
、
研
修
期
間
中
ご
迷

惑
お
か
け
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
�
�

Ｙ
先
生
�
お
、
元
気
が
い
い
ね
え
。

は
じ
め
は
慣
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
で

司法書士として活躍しよう
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戸
惑
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
頑
張
ろ

う
ね
。
早
速
だ
け
ど
今
日
は
今
か
ら

登
記
申
請
書
類
を
法
務
局
に
提
出
す

る
ん
だ
。
Ａ
君
は
法
務
局
に
行
っ
た

こ
と
は
あ
る
か
い
？
�

Ａ
君
�
い
え
、
僕
は
合
格
す
る
ま

で
営
業
職
だ
っ
た
も
の
で
、
恥
ず
か

し
な
が
ら
司
法
書
士
事
務
所
の
仕
事

は
ま
っ
た
く
の
初
め
て
で
…
…
�

Ｙ
先
生
�
別
に
恥
ず
か
し
い
こ
と

じ
ゃ
な
い
さ
。
む
し
ろ
違
う
分
野
の

経
験
を
し
て
い
る
こ
と
は
君
に
と
っ

て
の
財
産
だ
よ
。
で
は
、
事
務
職
員

の
Ｓ
さ
ん
と
一
緒
に
法
務
局
に
行
っ

て
ら
っ
し
ゃ
い
�

�
�
法
務
局
に
て
�
�

Ｓ
さ
ん
�
そ
れ
で
は
Ａ
君
、
印
紙

の
販
売
窓
口
で
印
紙
五
�
〇
〇
〇
円

分
を
買
っ
て
き
て
も
ら
え
ま
す

か
？
�

Ａ
君
�
は
い
！
任
せ
て
く
だ
さ

い
！
。

…
…
す
み
ま
せ
ん
！
登
記
の
印
紙
を

五
�
〇
〇
〇
円
分
く
だ
さ
い
。

…
…
Ｓ
さ
ん
、
印
紙
買
っ
て
き
ま
し

た
！
�

Ｓ
さ
ん
�
あ
り
が
と
う
ご
ざ
…
…

あ
ら
！
Ａ
君
こ
れ
登
記
印
紙
で
す

よ
�Ａ

君
�
え
�
登
記
用
の
印
紙
だ
か

ら
登
記
印
紙
で
は
な
い
の
で
す

か
??
�

Ｓ
さ
ん
�
い
え
、
登
記
申
請
の
際

の
登
録
免
許
税
の
納
付
と
し
て
使
用

す
る
印
紙
は
収
入
印
紙
を
貼
付
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
�

Ａ
君

�
そ
う
な
ん
で
す
か
…
…
。

知
ら
な
か
っ
た
…
…
�

・
研
修
第
二
日
目

�
�
司
法
書
士
Ｙ
事
務
所
に
て
�
�

Ｓ
さ
ん
�
…
…
と
、
こ
れ
が
大
体

の
戸
籍
の
見
か
た
で
す
。
す
ぐ
に
覚

え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
戸

籍
の
種
類
と
か
内
容
を
ご
自
分
で
ノ

ー
ト
に
ま
と
め
て
お
か
れ
る
と
い
い

で
す
よ
�

Ａ
君
�
そ
う
で
す
ね
。
戸
籍
を
読

む
の
っ
て
な
か
な
か
慣
れ
る
ま
で
は

難
し
そ
う
で
す
ね
。
な
ん
だ
か
自
信

が
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
な
あ
。
そ
れ
じ

ゃ
あ
少
し
時
間
を
い
た
だ
い
て
今
か

ら
ま
と
め
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
ね
�

（
コ
ピ
ー
機
の
前
で
ひ
た
す
ら
コ
ピ

ー
を
と
っ
て
い
る
Ａ
君
）

Ｙ
先
生
�
お
、
Ａ
君
、
熱
心
に
頑

張
っ
て
る
ね
…
…
ん
�
君
が
コ
ピ
ー

し
て
い
る
そ
の
戸
籍
は
一
体
ど
う
す

る
ん
だ
い
？
�

Ａ
君
�
あ
、
は
い
。
さ
っ
き
Ｓ
さ

ん
に
相
続
登
記
に
必
要
な
戸
籍
一
式

を
使
っ
て
戸
籍
の
読
み
方
を
教
え
て

い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
と
て
も
一

度
で
は
覚
え
ら
れ
そ
う
に
も
な
く
て
、

ま
と
め
ノ
ー
ト
と
戸
籍
の
コ
ピ
ー
を

取
っ
て
お
い
て
、
後
か
ら
ち
ゃ
ん
と

勉
強
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
か

と
思
い
ま
し
て
�

Ｙ
先
生
�
お
い
お
い
Ａ
君
、
事
務

所
の
資
料
を
コ
ピ
ー
す
る
時
は
一
言

誰
か
に
尋
ね
て
く
れ
な
い
と
。
特
に

戸
籍
と
い
う
も
の
は
究
極
の
個
人
情

報
な
ん
だ
よ
。
私
た
ち
司
法
書
士
は

他
人
の
個
人
情
報
を
簡
単
に
、
し
か

も
職
務
上
の
権
限
と
し
て
取
扱
え
る

代
わ
り
に
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
厳
し
く
自
重
し
な
い
と
い
け
な
い

ん
だ
。
も
し
君
が
反
対
の
立
場
で
、

仕
事
を
依
頼
し
た
相
手
が
自
分
の
知

ら
な
い
と
こ
ろ
で
赤
の
他
人
に
君
の

戸
籍
を
渡
し
た
と
し
た
ら
ど
う
思

う
？
�

Ａ
君
�
…
…
と
て
も
怖
い
こ
と
で

す
よ
ね
。
僕
だ
っ
た
ら
相
手
に
ガ
ン

ガ
ン
文
句
を
言
う
と
思
い
ま
す
�

Ｙ
先
生
�
そ
う
だ
ろ
う
。
君
も
遠

か
ら
ず
一
司
法
書
士
と
し
て
職
務
を

行
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
、
人
の
権
利

を
守
る
と
い
う
人
権
感
覚
を
身
に
つ

け
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
よ
�

Ａ
君
�
は
い
、
僕
が
軽
率
で
し
た

…
…
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た

…
…
�

Ｙ
先
生
�
ま
あ
ま
あ
そ
ん
な
に
落

ち
込
ま
な
く
て
も
わ
か
っ
て
も
ら
え

れ
ば
い
い
ん
だ
よ
。
配
属
研
修
は
そ

う
い
う
こ
と
を
学
ん
で
も
ら
う
た
め

の
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
か
ら
。
と
こ

ろ
で
今
日
は
月
末
だ
か
ら
事
務
所
で

お
疲
れ
様
会
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
ん
だ
け
ど
、
Ａ
君
も
ど
う
だ
い
。

Ａ
君
が
行
き
た
い
店
に
で
も
行
く
こ
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と
に
す
る
か
�

Ａ
君
�
本
当
で
す
か
！
嬉
し
い
で

す
！
�

・
研
修
第
三
日
目

Ａ
君
�
先
生
、
昨
日
は
ご
ち
そ
う

さ
ま
で
し
た
！
�

Ｙ
先
生
�
そ
れ
じ
ゃ
あ
今
日
は
本

人
確
認
の
た
め
に
甲
市
に
あ
る
○
○

○
病
院
ま
で
行
か
な
い
と
い
け
な
い

か
ら
、
Ａ
君
に
運
転
し
て
も
ら
っ
て

一
緒
に
立
会
っ
て
も
ら
お
う
か
な
�

Ａ
君�
は
い
、任
せ
て
く
だ
さ
い
！

と
こ
ろ
で
、
本
人
確
認
と
は
ど
ん
な

こ
と
を
す
る
の
で
す
か
？
�

Ｙ
先
生
�
う
ん
、
こ
ん
な
こ
と
は

受
験
勉
強
で
教
わ
ら
な
い
か
ら
ま
さ

に
実
践
だ
ね
。
今
回
は
乙
野
太
郎
さ

ん
と
い
う
方
が
亡
く
な
っ
て
、
三
人

い
る
息
子
さ
ん
の
う
ち
の
太
郎
さ
ん

と
同
居
し
て
い
た
長
男
の
一
郎
さ
ん

か
ら
の
依
頼
で
、
太
郎
さ
ん
の
名
義

に
な
っ
て
い
る
土
地
と
建
物
を
自
分

一
人
の
名
義
に
し
た
い
と
い
う
こ
と

な
ん
だ
。
一
郎
さ
ん
が
言
う
に
は
兄

弟
の
間
で
も
既
に
話
が
ま
と
ま
っ
て

い
る
ら
し
い
ん
だ
が
、
太
郎
さ
ん
の

妻
の
花
子
さ
ん
は
現
在
○
○
○
病
院

に
入
院
中
で
ね
。
一
郎
さ
ん
は
、
花

子
さ
ん
の
世
話
は
自
分
と
妻
が
し
て

い
て
、
今
回
の
件
に
つ
い
て
も
花
子

さ
ん
は
同
意
し
て
い
る
と
言
っ
て
る

ん
だ
け
ど
ね
�

Ａ
君
�
そ
う
か
。
奥
さ
ん
は
法
定

相
続
分
で
い
え
ば
二
分
の
一
の
持
分

が
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
一
郎
さ
ん
に

全
部
相
続
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
わ
ば
そ
の
権
利
を
失
う
と
い
う
こ

と
で
す
も
ん
ね
。
そ
の
意
思
は
き
ち

ん
と
確
認
し
な
い
と
い
け
な
い
で
す

よ
ね
�

Ｙ
先
生
�
お
、
昨
日
か
ら
随
分
成

長
し
た
ね
。
私
た
ち
に
と
っ
て
�
人

・
物
・
意
思
�
の
確
認
は
基
本
中
の

基
本
だ
か
ら
ね
。
と
は
言
え
、
日
々

の
業
務
の
中
で
つ
い
怠
り
そ
う
に
な

る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は

頭
に
叩
き
込
ん
で
お
か
な
い
と
ね
�

�
�
○
○
○
病
院
に
て
�
�

一
郎
�
あ
、
先
生
こ
ち
ら
で
す
。

す
み
ま
せ
ん
、
わ
ざ
わ
ざ
来
て
い
た

だ
く
こ
と
も
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

私
に
母
の
分
の
書
類
も
渡
し
て
も
ら

っ
た
ら
先
生
の
所
に
一
緒
に
お
持
ち

し
た
の
に
…
…
か
あ
ち
ゃ
ん
、
こ
の

前
話
し
と
っ
た
先
生
が
来
ん
し
ゃ
っ

た
ば
い
！
�

（
談
話
室
の
テ
ー
ブ
ル
で
は
車
椅
子

に
座
っ
た
九
〇
歳
位
の
老
婆
が
虚
空

を
見
つ
め
て
い
た
）

花
子
�
…
…
あ
？
�

一
郎
�
ほ
ら
、
か
あ
ち
ゃ
ん
、
あ

の
話
っ
た
い
！
と
う
ち
ゃ
ん
の
家
と

土
地
を
俺
の
名
義
に
す
る
っ
ち
ゅ
ー

話
っ
た
い
�
覚
え
と
ろ
ー
も
ん
！
�

花
子
�
…
…
は
て
、
そ
う
じ
ゃ
っ

た
か
の
？
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
す
る

ん
か
い
。
わ
し
ゃ
知
ら
ん
�

Ｙ
先
生
�
ま
あ
ま
あ
一
郎
さ
ん
、

こ
こ
は
私
が
お
母
さ
ん
と
お
話
し
し

ま
す
か
ら
。
…
…
こ
ん
に
ち
は
花
子

さ
ん
。
私
は
司
法
書
士
の
Ｙ
と
申
し

ま
す
�

花
子
�
は
い
、
こ
ん
に
ち
は
�

Ｙ
先
生
�
花
子
さ
ん
、
お
名
前
と

生
年
月
日
を
言
っ
て
も
ら
え
ま
す

か
�

花
子
�
は
い
は
い
。
名
は
乙
野
花

子
。
大
正
八
年
三
月
三
日
生
ま
れ
じ

ゃ
け
…
…
八
九
…
…
い
や
、
九
〇
や

っ
た
か
い
な
。
年
じ
ゃ
け
、
よ
ー
わ

か
ら
ん
わ
…
…
と
こ
ろ
で
あ
ん
た
、

ど
な
た
さ
ん
で
し
た
か
い
の
？
�

Ｙ
先
生
（
こ
れ
は
怪
し
い
な
あ
と

感
じ
つ
つ
）�
花
子
さ
ん
、
先
月
お

亡
く
な
り
に
な
っ
た
ご
主
人
の
太
郎

さ
ん
の
土
地
と
建
物
を
一
郎
さ
ん
の

名
義
に
す
る
と
の
こ
と
で
す
が
…

…
�花

子
�
は
？
死
ん
だ
？
…
…
太
郎

死
ん
だ
ん
か
い
�
�

Ｙ
先
生
�（
絶
句
）�

Ａ
君
�（
絶
句
）�

一
郎
（
あ
わ
て
て
）�
か
あ
ち
ゃ

ん
何
言
っ
と
ん
！
ひ
と
月
前
に
葬
式

し
た
や
な
い
か
。
か
あ
ち
ゃ
ん
も
葬

儀
に
出
た
ろ
ー
も
ん
！
�

花
子
�
…
…
は
て
、
そ
う
じ
ゃ
っ

た
か
の
？
わ
し
ゃ
知
ら
ん
�
�

�
�
帰
り
の
車
中
に
て
�
�

Ａ
君
�
先
生
、
僕
び
っ
く
り
し
ま

し
た
。
あ
の
一
郎
さ
ん
、
自
分
で
勝
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手
に
お
母
さ
ん
の
分
の
書
類
に
署
名

す
る
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で
す
か
ね

え
�Ｙ

先
生
�
多
分
そ
う
だ
ろ
う
ね
。

私
た
ち
は
依
頼
人
か
ら
仕
事
を
頼
ま

れ
る
と
で
き
る
だ
け
そ
の
期
待
に
応

え
よ
う
と
す
る
。
勿
論
そ
れ
は
大
切

な
こ
と
だ
け
ど
、
闇
雲
に
依
頼
人
を

信
用
す
る
だ
け
じ
ゃ
い
け
な
い
。
ち

ゃ
ん
と
話
を
き
き
、
で
き
な
い
こ
と

は
や
は
り
で
き
な
い
と
断
る
こ
と
も

こ
の
仕
事
を
続
け
て
い
く
に
は
大
切

な
こ
と
な
ん
だ
よ
。
自
分
の
依
頼
人

の
希
望
を
叶
え
る
た
め
に
、
他
の
人

の
権
利
を
侵
害
す
る
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
ね
�

Ａ
君�
は
い
、肝
に
銘
じ
ま
す
！
�

・
研
修
第
四
日
目

Ａ
君
�
あ
、
先
生
、
お
は
よ
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
日
は
確
か
今
か
ら
○

○
女
子
高
に
行
く
と
の
こ
と
で
し
た

よ
ね
。
僕
も
一
緒
に
行
っ
て
い
い
の

で
す
か
�
�

Ｙ
先
生
�
お
は
よ
う
、
Ａ
君
。
今

日
は
、
僕
が
参
加
し
て
い
る
法
教
育

の
講
座
を
○
○
女
子
高
で
開
催
す
る

か
ら
ね
。
君
に
も
そ
の
現
場
を
見
て

も
ら
っ
て
少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て

も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
ね
�

�
�
○
○
女
子
高
の
講
堂
に
て
�
�

（
講
堂
の
舞
台
で
�
契
約
�
に
つ
い

て
の
寸
劇
を
熱
演
す
る
Ｙ
先
生
）

Ｙ
先
生
�
ア
ナ
タ
、
英
語
興
味
あ

り
ま
せ
ん
か
〜
？
英
会
話
教
室
△
△

は
親
切
・
丁
寧
ね
〜
。
今
契
約
し
た

ら
〜
な
ん
と
五
割
引
き
で
す
よ
〜
�

Ａ
君
�
…
…
あ
の
い
つ
も
冷
静
沈

着
、
真
面
目
一
路
の
Ｙ
先
生
が
、
役

に
な
り
き
っ
て
い
る
…
…
�

�
�
司
法
書
士
Ｙ
事
務
所
に
て
�
�

Ａ
君
�
い
や
あ
先
生
、
い
い
勉
強

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
寸
劇

は
結
構
女
子
高
生
に
も
ウ
ケ
て
い
ま

し
た
よ
！
そ
の
後
の
契
約
に
つ
い
て

の
講
義
も
す
ご
く
わ
か
り
や
す
か
っ

た
で
す
。
で
も
、
司
法
書
士
っ
て
い

ろ
ん
な
こ
と
を
す
る
ん
で
す
ね
。
自

分
の
事
務
所
の
仕
事
も
あ
る
の
に
大

変
だ
な
あ
�

Ｙ
先
生
�
そ
う
だ
ね
。
確
か
に
楽

な
こ
と
で
は
な
い
よ
。
他
に
も
私
た

ち
は
会
と
し
て
無
料
電
話
相
談
や
、

各
地
区
で
の
市
区
町
村
の
機
関
と
連

携
し
た
無
料
面
談
相
談
な
ど
を
行
っ

て
い
る
ん
だ
よ
。
で
も
こ
れ
は
、
私

た
ち
が
市
民
の
方
々
に
法
律
家
と
し

て
期
待
さ
れ
て
い
る
証
拠
な
ん
だ
。

こ
の
期
待
に
応
え
な
け
れ
ば
、
私
た

ち
の
法
律
家
と
し
て
の
未
来
は
な
い

よ
�Ａ

君
�
そ
う
で
す
ね
。
僕
も
今
日

の
先
生
の
講
座
を
拝
見
し
て
、
い
ず

れ
は
自
分
も
司
法
書
士
と
し
て
な
に

か
で
き
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
し

た
�

・
研
修
第
五
日
目

�
�
司
法
書
士
Ｙ
事
務
所
の
応
接
室

に
て
�
�

相
談
者
�
先
生
、
私
た
ち
夫
婦
は

今
生
活
保
護
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
以
前
私
が
事
業
で
失
敗
し

た
借
金
が
溜
ま
っ
て
、
も
う
こ
の
先

ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
か

ら
先
生
の
お
話
を
お
聞
き
し
て
破
産

を
す
る
決
心
は
で
き
ま
し
た
が
、
今

の
私
た
ち
の
生
活
で
は
先
生
に
ま
と

ま
っ
た
お
金
を
お
払
い
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
�

Ｙ
先
生
�
心
配
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。
あ
な
た
の
よ
う
な
方
を
救
済
す

る
た
め
に
法
律
扶
助
と
い
う
国
の
制

度
が
あ
る
の
で
す
よ
。
こ
れ
は
あ
な

た
が
私
に
支
払
う
報
酬
を
国
が
立
替

え
て
く
れ
る
も
の
で
、
あ
な
た
は
一

定
の
金
額
を
分
割
し
て
国
に
返
せ
ば

い
い
ん
で
す
。
し
か
も
そ
の
報
酬
額

は
一
律
に
定
め
ら
れ
て
い
て
、
通
常

の
司
法
書
士
や
弁
護
士
が
い
た
だ
い

て
い
る
報
酬
よ
り
は
る
か
に
低
額
な

ん
で
す
�

相
談
者
�
そ
う
な
ん
で
す
か
？
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
�
�

�
�
事
務
所
内
に
て
�
�

Ａ
君
�
先
生
、
法
律
扶
助
と
い
う

制
度
が
あ
る
な
ん
て
初
め
て
知
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
司
法
書
士
試

験
に
向
け
て
勉
強
し
て
い
る
頃
は
、

�
今
、
債
務
整
理
が
儲
か
る
！
�
な
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ん
て
い
う
話
を
さ
ん
ざ
ん
聞
か
さ
れ

て
い
た
の
で
す
が
先
生
の
事
務
所
は

そ
う
で
も
な
さ
そ
う
で
す
ね
…
あ
、

ご
め
ん
な
さ
い
！
で
も
、
年
収
ウ
ン

千
万
と
豪
語
す
る
先
生
の
話
と
か
、

高
額
の
給
料
で
司
法
書
士
を
募
集
す

る
事
務
所
の
話
と
か
結
構
受
験
生
の

間
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
け

ど
…
…
�

Ｙ
先
生
�
僕
は
そ
の
こ
と
に
非
常

に
憤
り
を
感
じ
る
ん
だ
。
確
か
に
私

た
ち
の
報
酬
は
自
由
化
し
て
い
る
か

ら
、
仕
事
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
報

酬
を
も
ら
う
か
は
そ
の
司
法
書
士
の

自
由
だ
。
自
分
の
知
識
と
能
力
を
総

動
員
し
て
自
信
あ
る
仕
事
を
し
て
い

る
の
な
ら
し
か
る
べ
き
報
酬
を
い
た

だ
い
て
も
い
い
。
し
か
し
、
さ
っ
き

の
相
談
者
の
よ
う
に
法
律
扶
助
制
度

を
利
用
す
べ
き
人
に
対
し
て
も
制
度

を
利
用
し
な
い
、
利
用
ど
こ
ろ
か
そ

の
説
明
も
せ
ず
、
相
談
者
に
制
度
の

知
識
を
与
え
な
い
ま
ま
事
務
所
基
準

の
報
酬
を
取
る
、
更
に
は
受
任
し
た

事
件
を
放
置
し
て
相
談
者
が
訴
訟
を

起
こ
さ
れ
る
よ
う
な
お
粗
末
な
仕
事

を
す
る
…
。
そ
れ
な
の
に
広
告
や
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
�
弱
者
の
味
方
�
で

あ
る
こ
と
を
殊
更
に
喧
伝
し
た
り
、

成
功
報
酬
の
取
り
や
す
い
過
払
金
事

件
の
相
談
の
み
を
重
点
に
お
い
た
キ

ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
使
っ
た
り
す
る

輩
も
い
る
ん
だ
…
…
こ
れ
が
本
当
に

弱
者
の
味
方
の
姿
な
の
か
い
？

そ
も
そ
も
私
た
ち
の
職
務
が
な
ぜ

�
資
格
�
制
度
な
の
か
。
職
業
選
択

の
自
由
を
制
限
し
て
ま
で
資
格
制
度

を
採
っ
て
い
る
の
は
、
一
重
に
私
た

ち
の
仕
事
が
法
律
家
と
し
て
市
民
の

権
利
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
高
い
理
念
を

持
つ
べ
き
立
場
に
あ
る
者
が
そ
の
制

度
を
利
用
し
て
金
儲
け
を
し
よ
う
な

ん
て
も
っ
て
の
ほ
か
だ
よ
。
金
儲
け

が
し
た
い
の
な
ら
他
の
事
業
で
も
何

で
も
す
れ
ば
い
い
。
し
か
し
、
資
格

制
度
の
手
段
を
も
っ
て
金
儲
け
を
考

え
る
の
は
や
め
て
欲
し
い
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
私
た
ち
司
法
書
士
の
…

…
�Ａ

君
�
法
律
家
と
し
て
の
未
来
は

な
い
！
で
す
よ
ね
、
先
生
！
�

Ｙ
先
生
�
こ
れ
は
ま
い
っ
た
な
。

成
長
し
た
ね
Ａ
君
�

四

お
わ
り
に

配
属
研
修
は
、
組
織
研
修
の
一
つ

と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
か

ら
、
六
年
が
経
過
し
た
に
過
ぎ
な
い

が
、
経
験
を
重
ね
た
先
輩
が
新
人
を

実
務
指
導
す
る
と
い
う
形
態
は
、
司

法
書
士
制
度
の
維
持
発
展
に
は
欠
か

せ
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
は
、
実
務
や
執
務
姿
勢
と

い
う
も
の
は
、
現
場
に
お
け
る
積
み

重
ね
ら
れ
た
経
験
の
中
か
ら
で
し
か

掴
み
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
身
を
も
っ

て
教
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
や

は
り
同
じ
道
に
お
い
て
先
を
行
く
先

輩
た
ち
で
し
か
な
い
。

個
々
の
指
導
員
の
方
々
に
と
っ
て

は
、
時
間
と
労
力
を
か
け
て
新
人
を

指
導
す
る
こ
と
は
精
神
的
・
肉
体
的

に
も
相
当
な
負
担
で
あ
り
、
指
導
員

自
身
に
は
直
接
利
益
を
も
た
ら
す
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
指
導

方
法
は
様
々
で
あ
れ
、
司
法
書
士
制

度
に
よ
せ
る
熱
意
が
新
人
を
通
じ
て

受
け
継
が
れ
、
ひ
い
て
は
制
度
の
発

展
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
思
い
で

日
々
指
導
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る

こ
と
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

＊

最
後
に
、
配
属
研
修
を
終
え
た
新

人
が
、
そ
こ
で
学
ん
だ
�
司
法
書
士

と
し
て
の
心
構
え
と
執
務
の
姿
勢
�

を
糧
と
し
て
独
立
・
開
業
し
、
市
民

の
法
的
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
新
た
な
戦

力
と
し
て
、
そ
し
て
、
司
法
書
士
制

度
の
継
続
・
発
展
の
新
た
な
担
い
手

と
し
て
活
躍
す
る
日
が
く
る
こ
と
を

大
い
に
期
待
し
つ
つ
、
お
わ
り
の
言

葉
と
し
た
い
。
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は
じ
め
に

司
法
書
士
の
特
性
の
一
つ
と
し
て

�
全
国
津
々
浦
々
に
遍
在
し
、
地
域

の
司
法
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
身
近
な
存

在
で
あ
る
�
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

て
き
た
。

し
か
し
昨
今
、
登
記
所
統
廃
合
や

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
本
格
化
、
ま
た

新
会
社
法
を
は
じ
め
と
す
る
相
次
ぐ

法
改
正
等
々
を
原
因
と
し
て
か
、
長

年
に
わ
た
り
司
法
過
疎
地
域
を
支
え

て
き
た
高
齢
の
司
法
書
士
が
経
営
す

る
事
務
所
の
廃
業
が
目
立
つ
よ
う
に

な
っ
て
き
て
、
会
員
数
の
少
な
い
司

法
書
士
会
に
お
い
て
は
、
大
き
な
問

題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

ま
た
一
方
で
は
、
司
法
書
士
試
験

が
難
関
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

試
験
合
格
者
の
平
均
年
齢
の
低
下
や

属
性
の
偏
り
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
結
果
、
都
市
部
で
は
開
業

し
な
い
勤
務
司
法
書
士
や
、
司
法
書

士
登
録
す
ら
し
な
い
�
司
法
書
士
有

資
格
者
�
と
呼
ば
れ
る
若
手
人
材
が

溢
れ
て
お
り
、
著
し
く
需
給
バ
ラ
ン

ス
を
欠
く
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
間
隙
を
衝
く
よ
う
に
、

都
市
部
の
大
規
模
事
務
所
に
お
い
て

は
、
無
資
格
者
が
実
質
的
に
経
営
し
、

司
法
書
士
資
格
者
を
雇
用
し
て
業
務

に
就
か
せ
る
と
い
う
、い
わ
ゆ
る�
名

板
貸
し
�
と
呼
ば
れ
る
問
題
も
発
生

し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
中
小
企
業
の
承
継
問

題
の
専
門
家
と
し
て
も
幅
広
く
活
動

し
て
い
る
筆
者
が
、
総
合
的
な
見
地

か
ら
こ
れ
ら
諸
問
題
を
考
察
し
、
解

決
策
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
よ
う
な
情
報

を
い
く
つ
か
提
示
し
て
み
た
い
と
考

え
て
い
る
。

�
事
業
承
継
�と�
経
営
承
継
�

昨
今
�
事
業
承
継
�
と
い
う
用
語

を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

わ
が
国
に
お
け
る
�
会
社
�
の
大

多
数
を
占
め
る
�
中
小
企
業
�
に
お

い
て
後
継
者
難
が
深
刻
化
し
、
い
か

に
し
て
�
事
業
�
を
�
承
継
�
す
る

の
か
が
、
大
き
な
社
会
問
題
に
な
り

司
法
書
士
事
務
所
の
�
経
営
承
継
�
を
考
え
る

日
司
連
監
事

大
阪
司
法
書
士
会

か
わ
い

や
す
ひ
ろ

河
合

保
弘

特
集

司
法
書
士
と
し
て
活
躍
し
よ
う
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つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来
か
ら
�
事
業
承
継
�
と
い
う

用
語
自
体
は
存
在
し
て
い
た
が
、
そ

れ
は
主
と
し
て
中
小
企
業
経
営
者
が

保
有
す
る
い
わ
ゆ
る
�
自
社
株
�
に

対
す
る
相
続
税
問
題
や
、
経
営
者
死

亡
後
の
個
人
資
産
に
関
す
る
相
続
争

い
へ
の
対
処
な
ど
、い
わ
ば�
カ
ネ
�

と
�
モ
ノ
�
だ
け
を
そ
の
対
象
と
し

た
概
念
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
そ
の
よ
う

な
個
人
レ
ベ
ル
の
対
策
ば
か
り
で
十

分
な
も
の
で
は
な
く
、
実
は
�
い
か

に
し
て
企
業
経
営
そ
の
も
の
を
次
世

代
に
正
し
く
引
き
継
ぐ
べ
き
か
�
と

い
う
、
総
合
的
な
経
営
課
題
と
し
て

語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。そ

こ
で
筆
者
は
、
著
書
・
雑
誌
等

の
出
版
物
や
講
演
に
お
い
て
、
従
来

の
よ
う
な
�
カ
ネ
��
モ
ノ
�
に
偏

っ
た
思
考
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い

意
味
で
の�
ヒ
ト
�
や�
経
営
理
念
�

ま
で
を
も
含
め
た
新
し
い
概
念
を
提

案
し
、用
語
と
し
て
も�
企
業
承
継
�

あ
る
い
は
�
経
営
承
継
�
と
し
て
、

既
存
の
�
事
業
承
継
�
と
は
区
別
し

て
語
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

中
小
企
業
に
と
っ
て
最
も
重
要
な

要
素
は
、
取
り
も
直
さ
ず
そ
の
企
業

の
�
経
営
者
�
で
あ
り
、
そ
の
人
の

意
識
や
能
力
が
そ
の
ま
ま
企
業
の

�
経
営
力
�
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
中
小
企
業
の
承
継
問

題
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
、
従
来
言
わ

れ
て
き
た
よ
う
な
�
資
産
の
承
継
�

で
は
な
く
、�
経
営
者
の
交
替
�
で

あ
り
、
ま
た
�
経
営
の
承
継
�
な
の

で
あ
る
。

司
法
書
士
事
務
所
と
�
経
営

承
継
�

さ
て
、
司
法
書
士
事
務
所
と
�
承

継
問
題
�
で
あ
る
が
、
従
来
こ
れ
は

一
般
企
業
の
承
継
問
題
と
は
全
く
別

物
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
問
題

が
語
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
非
常
に
稀

で
あ
っ
た
。

司
法
書
士
に
限
ら
ず
、
国
家
資
格

者
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
人
自
身
の

持
つ
特
別
に
優
れ
た
専
門
的
能
力
が

国
家
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
し
て
一
般
人
に
は
な
い
特
別
な
権

限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
性

が
あ
る
た
め
、
承
継
で
き
る
人
材
が

資
格
保
有
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
大
き
な
特
殊
性
が
あ
る
。

そ
の
意
味
か
ら
、
従
来
は
開
業
司

法
書
士
の
子
や
親
族
が
司
法
書
士
試

験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
務

所
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
、い
わ
ば�
家

業
�
的
な
承
継
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、

試
験
が
難
関
に
な
る
に
伴
っ
て
、
そ

の
承
継
形
態
は
崩
れ
つ
つ
あ
り
、
他

人
へ
の
承
継
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
司
法
書
士
事
務
所
は
一

般
企
業
と
は
違
い
、
必
ず
し
も
営
利

だ
け
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ

る
企
業
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
の
よ
う
に

�
カ
ネ
�
で
事
務
所
の
権
利
を
売
買

す
る
が
如
き
承
継
形
態
を
と
る
こ
と

が
司
法
書
士
倫
理
上
で
正
し
い
の
か

と
い
う
疑
問
を
持
つ
意
見
も
根
強
く

語
ら
れ
て
き
た
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
司
法
書

士
事
務
所
の
承
継
問
題
は
企
業
に
お

け
る
�
事
業
承
継
�
の
概
念
に
は
合

わ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
か

ら
�
承
継
�
と
い
う
こ
と
自
体
が
一

種
�
タ
ブ
ー
視
�
さ
れ
て
き
た
と
い

う
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

し
か
し
、
司
法
書
士
事
務
所
も
中

小
企
業
と
同
様
、
地
域
社
会
の
一
員

と
し
て
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
し
、
さ
ら
に
あ
る
意
味
で
は

中
小
企
業
以
上
に
、
そ
の
存
在
自
体

に
社
会
的
責
任
を
負
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
今
後
は
決
し
て
�
承

継
問
題
�
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

ま
た
一
方
、
近
年
の
司
法
書
士
業

務
の
多
様
化
、
高
度
専
門
化
の
流
れ

か
ら
考
え
て
も
、
よ
り
優
秀
な
後
継

者
を
選
択
又
は
育
成
し
、
地
域
社
会

に
対
す
る
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
も
、
司
法
書
士
事
務
所

の
社
会
的
役
割
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
の
意
味
か
ら
、
本
稿
で
は
単
な

る
�
事
業
承
継
�
と
い
う
レ
ベ
ル
で

は
な
く
、�
司
法
書
士
事
務
所
の
経
営

司法書士として活躍しよう
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承
継
�
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
正
面

か
ら
捉
え
て
考
察
し
て
み
た
い
。

承
継
の
選
択
肢
と
司
法
書
士

事
務
所
の
特
殊
性

�
企
業
承
継
�
の
考
え
方
に
お
い

て
は
、
中
小
企
業
の
現
経
営
者
が
引

退
し
、
次
の
世
代
に
引
き
継
が
れ
る

ケ
ー
ス
で
は
、
お
お
ま
か
に
分
け
て

次
の
五
種
類
の
選
択
肢
が
あ
る
と
さ

れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
、

で
き
る
だ
け
早
い
段
階
か
ら
検
討
し

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。

①
現
経
営
者
の
親
族
の
誰
か
が
自
社

株
を
承
継
す
る
と
共
に
次
の
経
営

者
と
な
る
（
親
族
承
継
）

②
現
経
営
者
一
族
が
株
式
を
保
有
し

た
状
態
で
、
一
族
以
外
の
者
が
代

表
取
締
役
に
就
任
す
る
（
所
有
と

経
営
の
分
離
）

③
現
経
営
者
一
族
は
株
式
を
手
放
し
、

一
族
以
外
の
者
や
他
の
会
社
が
新

た
な
会
社
所
有
者
と
な
る
（
Ｍ
＆

Ａ
又
は
Ｍ
Ｂ
Ｏ
）

④
事
業
の
継
続
を
断
念
し
、
会
社
を

解
散
す
る

⑤
株
式
を
市
場
に
公
開
し
、
い
わ
ゆ

る
上
場
企
業
と
な
る

し
か
し
、
司
法
書
士
事
務
所
は
い

わ
ゆ
る
�
個
人
事
業
�
で
あ
り
、
か

つ
経
営
者
自
ら
が
資
格
保
持
者
で
あ

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
選
択
肢
の
う
ち
⑤
は

当
初
か
ら
不
可
能
で
あ
り
、
②
は
前

記
の
�
名
板
貸
し
�
と
い
っ
た
法
律

上
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
検
討
の
対
象
か
ら
外
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
①
の
選
択
を
な
す
た
め

に
は
親
族
が
超
難
関
で
あ
る
司
法
書

士
試
験
に
合
格
す
る
必
要
が
あ
り
、

止
む
無
く
④
の
選
択
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
事
務
所
も
少
な
く
な

い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
司
法
書
士
の
社
会
的
存

在
意
義
を
考
え
た
場
合
、
特
に
司
法

書
士
過
疎
地
域
に
お
い
て
、
後
継
者

不
在
を
原
因
と
し
て
司
法
書
士
事
務

所
が
廃
業
に
至
っ
て
し
ま
う
と
い
う

事
態
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

承
継
問
題
解
決
の
た
め
の
提
案

地
方
に
お
け
る
後
継
者
難
と
都
市

部
に
お
け
る
有
資
格
者
人
員
過
剰
と

い
う
現
象
は
、
明
ら
か
に
司
法
書
士

人
材
の
需
給
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
原
因

と
し
て
い
る
。

日
司
連
で
は
、
こ
の
問
題
へ
の
対

策
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
新
人
司
法

書
士
を
司
法
過
疎
地
域
に
送
り
出
す

た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
�
ゼ
ロ
ワ
ン
地

域
�
で
の
新
規
開
業
を
支
援
す
る
も

の
で
あ
り
、
廃
業
す
る
事
務
所
の
承

継
問
題
と
強
く
関
連
付
け
て
行
わ
れ

て
き
た
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
発
想
を
転
換
し
、
中
小
企

業
の
承
継
問
題
の
選
択
肢
③
を
、
司

法
書
士
事
務
所
の
承
継
問
題
に
も
当

て
は
め
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
廃
業
希
望
者
と
開
業

希
望
者
と
を
事
前
に
マ
ッ
チ
ン
グ
し
、

企
業
に
お
け
る
�
Ｍ
＆
Ａ
�
の
よ
う

に
、
適
正
価
格
に
よ
る
事
業
譲
渡
を

推
進
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
の

で
あ
る
。

も
し
そ
れ
が
実
現
で
き
れ
ば
、
司

法
過
疎
対
策
と
新
人
開
業
対
策
、
そ

し
て
さ
ら
に
、
一
部
地
域
に
お
い
て

問
題
と
な
っ
て
い
る
、い
わ
ゆ
る�
名

板
貸
し
�
と
い
う
非
司
法
書
士
行
為

の
事
前
防
止
を
も
同
時
に
行
え
る
も

の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
こ
う
い
っ
た
マ
ッ
チ
ン
グ

を
行
う
際
に
障
害
と
な
る
と
思
わ
れ

る
こ
と
が
、
廃
業
事
務
所
の
営
業
権

を
金
銭
で
売
買
す
る
結
果
と
な
る
た

め
、
そ
の
適
正
な
金
額
評
価
を
ど
う

決
定
す
る
か
と
い
う
問
題
と
、
そ
も

そ
も
司
法
書
士
事
務
所
に
営
業
権
を

認
め
て
こ
れ
を
金
銭
で
売
買
す
る
こ

と
に
司
法
書
士
倫
理
上
の
問
題
が
発

生
し
な
い
か
と
い
う
二
点
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
廃

業
予
定
事
務
所
の
資
産
価
値
や
営
業

権
価
格
の
正
確
な
調
査
・
算
定
（
デ

ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
及
び
世
間

一
般
の
Ｍ
＆
Ａ
市
場
に
お
い
て
通
常

に
行
わ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
（
Ｄ
Ｃ
Ｆ
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法
）
に
よ
る
譲
渡
価
格
の
決
定
を
第

三
者
機
関
等
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
日
司
連

が
一
定
の
倫
理
規
定
を
作
っ
て
仲
介

者
と
し
て
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

ク
リ
ア
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
少
な

く
と
も
こ
う
い
っ
た
障
害
の
存
在
以

上
に
、
マ
ッ
チ
ン
グ
の
必
要
性
を
重

要
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

�
司
法
書
士
事
務
所�
経
営
承
継
�

シ
ス
テ
ム
�
の
構
築
に
向
け
て

都
市
部
に
居
る
若
手
司
法
書
士
あ

る
い
は
�
司
法
書
士
有
資
格
者
�
と
、

司
法
過
疎
地
に
存
在
し
後
継
者
を
求

め
て
い
る
司
法
書
士
事
務
所
と
を
マ

ッ
チ
ン
グ
す
る
た
め
に
は
、
双
方
の

意
思
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
と

し
て
、
後
継
候
補
者
に
と
っ
て
は
事

務
所
経
営
上
の
安
全
性
や
地
域
に
お

け
る
人
間
関
係
の
安
定
等
が
、
廃
業

希
望
者
に
と
っ
て
は
事
務
所
の
信
頼

性
の
維
持
や
引
退
後
の
生
活
保
障
等

が
大
き
な
問
題
と
な
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。

ま
た
、
司
法
書
士
倫
理
上
の
問
題

が
発
生
し
な
い
た
め
の
事
前
対
策
も

重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
意
味
か
ら
、
日
司
連
や
司
法

書
士
会
等
の
仲
介
者
主
導
に
よ
る
以

下
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
提

案
す
る
。

シ
ス
テ
ム
の
概
要

高
齢
等
の
理
由
で
廃
業
予
定
司
法
書

士
事
務
所
の
早
期
把
握

←

開
業
希
望
司
法
書
士
の
登
録
と
開
業

希
望
形
態
の
聴
取

←

廃
業
司
法
書
士
事
務
所
の
デ
ュ
ー
・

デ
リ
ジ
ェ
ン
ス←

両
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ

←

Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
等
に
よ
る
事
業
譲
渡
価
格

と
引
継
ぎ
諸
条
件
の
設
定

←

事
業
譲
渡
契
約
の
締
結

←

開
業
希
望
司
法
書
士
の
事
前
研
修

←

共
同
経
営
期
間
（
地
域
密
着
期
間
）

の
設
定

←

適
正
価
格
の
分
割
支
払
い
に
よ
る
事

業
譲
渡

←

廃
業
司
法
書
士
の
引
退

仲
介
者
の
役
割

・
情
報
収
集
と
登
録
シ
ス
テ
ム
の
構

築
・
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
へ
の
援

助
・
新
規
開
業
者
の
研
修
と
支
援

・
事
業
譲
渡
契
約
へ
の
助
言
と
関
与

・
事
務
所
承
継
補
助
金
の
支
給
（
過

疎
地
開
業
の
場
合
等
に
限
定
）

・
司
法
書
士
登
録
費
用
助
成
（
未
登

録
者
の
場
合
）

※
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法（D

iscounted
C
ash

F
low
m
ethod

）に
つ
い
て

そ
の
事
業
が
将
来
獲
得
す
る
で
あ

ろ
う
と
見
込
ま
れ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ

ロ
ー
（
以
下
、
Ｃ
Ｆ
と
略
す
）
を
、

時
間
価
値
概
念
を
導
入
し
、
割
引
率

で
現
在
価
値
へ
還
元
し
て
算
出
す
る

方
法
で
、
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
の
際
の
営

業
権
評
価
や
不
動
産
鑑
定
等
に
お
い

て
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
評
価

手
法
で
あ
る
。

も
し
司
法
書
士
に
こ
れ
を
当
て
は

め
よ
う
と
す
る
場
合
、
リ
ス
ク
係
数

★�司法書士事務所�経営承継�システム�概略図

仲介者

登録登録 斡旋

廃業希望者 マッチング 開業希望者

権利譲渡・金銭授受
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の
考
え
方
を
も
取
り
入
れ
た
左
記
の

よ
う
な
計
算
式
が
想
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン

ス
の
際
に
廃
業
側
事
務
所
が
偽
り
の

な
い
正
確
な
情
報
を
余
す
と
こ
ろ
な

く
公
開
し
、
全
て
を
評
価
機
関
の
価

値
算
定
に
委
ね
る
と
い
う
協
力
的
姿

勢
を
示
す
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。

ま
た
、
譲
渡
契
約
の
際
に
、
各
種

の
リ
ス
ク
を
想
定
し
た
上
で
の
補
償

条
項
や
解
約
条
項
を
定
め
て
お
く
こ

と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

司
法
書
士
法
人
制
度
の
活
用

と
問
題
点

前
記
の
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を

利
用
す
る
ケ
ー
ス
も
含
め
て
、
今
後

は
司
法
書
士
法
人
制
度
の
さ
ら
な
る

活
用
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
。

司
法
書
士
は
属
人
的
資
格
制
度
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
有
資
格
者
の
急
な

死
亡
や
病
気
、
あ
る
い
は
何
等
か
の

事
情
に
よ
っ
て
執
務
不
能
状
態
に
陥

る
こ
と
が
、
直
ち
に
当
該
事
務
所
の

業
務
停
止
や
廃
業
に
繋
が
る
こ
と
と

な
る
。

こ
れ
は
司
法
書
士
が
生
き
て
い
る

人
間
で
あ
る
限
り
、
決
し
て
避
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
リ
ス
ク
で
あ
る
か

ら
、
一
定
の
社
会
的
責
任
を
担
う
司

法
書
士
事
務
所
と
し
て
は
、
あ
る
意

味
非
常
に
不
安
定
な
経
営
状
況
に
あ

る
と
も
言
え
よ
う
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
、前
記
の�
名

板
貸
し
�
の
存
在
に
も
繋
が
っ
て
き

た
と
も
言
え
る
。

司
法
書
士
法
人
制
度
を
活
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
の
司
法
書
士

が
一
つ
の
法
人
を
構
成
す
る
こ
と
と

な
り
、
一
名
の
個
人
が
抱
え
る
潜
在

リ
ス
ク
へ
の
緊
急
対
応
が
可
能
と
な

る
の
で
、
筆
者
は
制
度
導
入
後
、
そ

の
活
用
動
向
に
注
目
し
て
き
た
。

し
か
し
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、

�
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
�
的
な

活
用
を
目
指
す
よ
り
も
、む
し
ろ�
ス

ケ
ー
ル
・
メ
リ
ッ
ト
�
を
狙
っ
た
事

務
所
の
大
規
模
化
や
支
店
設
置
に
よ

る
業
務
の
広
域
化
の
方
に
着
目
し
て

い
る
よ
う
な
司
法
書
士
法
人
が
少
な

か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
制
度
と
し
て
自
由
に

活
用
さ
れ
る
こ
と
は
歓
迎
す
る
べ
き

で
は
あ
る
が
、
今
後
は
司
法
書
士
法

人
制
度
を
活
用
し
た
事
務
所
承
継
対

策
や
司
法
過
疎
対
策
を
、
も
っ
と
真

剣
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

前
記
の
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に

お
い
て
も
、
例
え
ば
�
共
同
経
営
期

間
�
に
つ
い
て
、
新
旧
の
経
営
者
が

共
同
で
司
法
書
士
法
人
を
設
立
す
る

と
い
う
の
も
一
つ
の
良
い
方
法
で
あ

ろ
う
。

た
だ
、
現
行
法
上
で
の
司
法
書
士

法
人
は
、
全
構
成
員
が
法
人
の
経
営

に
お
い
て
相
互
に
連
帯
し
て
無
限
責

任
を
負
う
と
い
う
、
会
社
で
言
え
ば

�
合
名
会
社
�
方
式
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
社
員
間
の
信
頼
関
係
が
相
当

に
強
固
で
な
け
れ
ば
な
か
な
か
法
人

化
に
踏
み
切
れ
な
い
と
い
う
問
題
点

Ａ＝承継前後の各３年間に当該事務所が獲得、あるいは獲

得が予想される営業ＣＦ（営業行為に基づく金銭及び金銭

同等物の増加額で、支払利息や投資等は含めない）

割引率＝承継に必要な費用の全額を借入れた場合の支払利

息相当額等を基準に算定

リスク係数＝経営者交替による信用力低下、その他の業務

環境の変化による収益性低下を予測して係数化して算定

Ｂ＝当該事務所が所有しており、承継者に承継される資産

の時価評価額

Ｃ＝当該事務所が潜在的に負担しており、後継者に引き継

がれる簿外債務（リース料残債や従業員退職金予定額等）

Ａ×割引率×リスク係数＝営業権評価額

Ｂ－Ｃ＝承継資産評価額

営業権評価額＋承継資産評価額＝適正売買価格
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★�司法書士派遣システム�概略図

仲介者

要請 情報

司法書士事務所 就労希望者

派遣 登録

が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
依
頼
者
の
権
利
擁
護

の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
�
無
限
責

任
�
と
い
う
制
度
自
体
は
容
認
す
べ

き
部
分
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
司

法
書
士
法
人
制
度
普
及
の
た
め
に
は
、

今
後
�
非
担
当
社
員
の
責
任
軽
減
�

や
�
一
人
司
法
書
士
法
人
の
期
間
限

定
的
容
認
�
等
の
緩
和
措
置
を
立
法

的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も

知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
司
法
書
士
法

人
制
度
の
今
後
の
動
向
に
注
目
し
た

い
。司

法
書
士
派
遣
問
題
と
後
継

者
対
策
・
司
法
過
疎
対
策

さ
て
、
一
連
の
規
制
改
革
の
流
れ

の
中
で
、司
法
書
士
に
関
し
て
も�
労

働
者
派
遣
�
を
認
め
て
は
ど
う
か
と

い
う
議
論
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、司
法
書
士
は
本
来�
開

業
�
を
前
提
と
し
た
国
家
資
格
で
あ

り
、
本
来
�
労
働
者
�
と
し
て
の
就

労
形
態
を
想
定
し
て
い
な
い
の
で
、

法
制
度
的
に
労
働
者
派
遣
を
認
め
る

と
い
う
考
え
方
に
は
疑
問
が
あ
る
。

ま
し
て
や
、
も
し
い
わ
ゆ
る
派
遣
会

社
の
よ
う
な
民
間
事
業
者
が
派
遣
元

と
な
っ
て
司
法
書
士
派
遣
事
業
を
行

う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
非
司
法

書
士
に
よ
る
司
法
書
士
支
配
と
い
う

形
態
と
な
り
、前
記
の�
名
板
貸
し
�

に
似
た
違
法
行
為
に
繋
が
る
危
険
性

が
大
き
い
。

し
か
し
、
も
し
こ
れ
を
�
労
働
者

派
遣
�
と
い
う
枠
組
み
で
は
な
く
、

例
え
ば
日
司
連
や
司
法
書
士
会
等
の

公
的
団
体
が
仲
介
者
と
し
て
主
導
権

を
持
っ
て
、
前
記
の
�
司
法
書
士
事

務
所
�
経
営
統
制
�
シ
ス
テ
ム
�
内

に
取
り
込
む
こ
と
や
、
あ
る
い
は
司

法
書
士
過
疎
対
策
と
し
て
活
用
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
労
働
者
派
遣
と
は
一

線
を
画
し
た
新
た
な
�
司
法
書
士
派

遣
�
と
し
て
、
社
会
的
意
義
の
あ
る

正
し
い
派
遣
形
態
の
実
現
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
方
式
を
活
用
す
れ
ば
、

都
市
部
で
未
登
録
状
態
に
あ
る
司
法

書
士
試
験
合
格
者
の
登
録
促
進
に
も

繋
が
る
と
思
わ
れ
、
諸
問
題
を
一
気

に
解
決
す
る
方
法
に
な
り
得
る
可
能

性
も
あ
る
。

※
派
遣
シ
ス
テ
ム
利
用
司
法
書
士
事

務
所
は
、
以
下
の
ケ
ー
ス
に
限
定
す

る
。

①
承
継
候
補
者
派
遣

後
継
者
と
し
て
の
人
材
を
求
め
て

い
る
事
務
所
で
、
試
用
期
間
的
に
派

遣
を
活
用
す
る
ケ
ー
ス
（
派
遣
期
間

を
半
年
等
に
限
定
し
、
期
間
経
過
後

は�
経
営
承
継
シ
ス
テ
ム
�に
移
行
）

②
レ
ス
キ
ュ
ー
派
遣

司
法
書
士
に
急
病
等
の
緊
急
事
態

が
発
生
し
、
応
急
的
な
本
職
の
人
材

が
必
要
と
な
っ
て
い
る
事
務
所
（
緊

急
事
態
継
続
中
の
み
の
短
期
派
遣
が

原
則
で
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
�
経

営
承
継
シ
ス
テ
ム
�
に
移
行
）

③
業
務
処
理
派
遣

臨
時
の
登
記
申
請
大
量
処
理
や
多

数
の
訴
訟
係
属
等
で
業
務
多
忙
と
な

り
、
短
期
的
に
本
職
の
人
材
が
必
要

と
な
っ
た
事
務
所
（
但
し
、
派
遣
司

法
書
士
の
身
分
安
定
の
た
め
、
最
短

派
遣
期
間
を
三
ヵ
月
程
度
以
上
と
す

る
）

④
そ
の
他

仲
介
者
の
公
的
団
体
が
特
に
必
要

と
認
め
た
ケ
ー
ス
（
名
板
貸
し
解
消

目
的
、
司
法
過
疎
地
等
の
公
設
事
務

所
へ
の
派
遣
、
有
料
法
律
相
談
員
と

し
て
の
派
遣
等
々
）

司法書士として活躍しよう

司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2008.4

特 集

２５



事
業
譲
渡
に
よ
る
司
法
書
士

事
務
所
承
継
事
例

こ
こ
で
、
筆
者
が
実
際
に
関
与
若

し
く
は
見
聞
し
た
親
族
以
外
へ
の
司

法
書
士
事
務
所
承
継
の
事
例
を
紹
介

す
る
。

個
人
情
報
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る

関
係
か
ら
、
複
数
の
事
例
を
組
み
合

わ
せ
て
一
つ
の
�
模
擬
事
例
�
と
し

て
再
構
築
し
て
い
る
の
で
、
あ
く
ま

で
も
�
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
�
と
し
て
了

解
の
上
で
、
承
継
対
策
の
参
考
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

●
小
規
模
会
で
あ
る
Ｘ
県
司
法
書
士

会
に
籍
を
置
き
、
四
〇
年
以
上
に
わ

た
っ
て
事
務
所
を
運
営
し
て
い
る
Ａ

司
法
書
士
（
七
〇
歳
）
は
、
子
息
（
四

五
歳
）
の
司
法
書
士
試
験
合
格
を
願

っ
て
頑
張
っ
て
き
た
が
、
最
近
で
は

体
調
不
良
で
執
務
に
支
障
を
き
た
す

日
が
出
て
き
て
、
そ
ろ
そ
ろ
本
格
的

に
事
務
所
の
承
継
問
題
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
始
め
て
い
た
。

一
方
、
Ｂ
司
法
書
士
（
三
一
歳
）

は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
経
て
都

会
で
司
法
書
士
試
験
に
合
格
、
以
後

一
年
間
ば
か
り
司
法
書
士
事
務
所
勤

務
を
経
験
し
、
今
般
故
郷
に
戻
っ
て

開
業
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

先
輩
司
法
書
士
の
紹
介
で
知
り
合

っ
た
両
名
は
、
将
来
の
事
務
所
承
継

を
前
提
と
し
て
、
共
同
経
営
を
開
始

す
る
こ
と
に
し
た
。

●
事
務
所
の
状
況

・
資
産

事
務
所
の
土
地
と
建
物
（
Ａ
名
義
、

時
価
約
一
〇
〇
〇
万
円
）

事
務
所
内
の
機
器
や
書
籍
等
（
時
価

約
二
〇
〇
万
円
）

・
負
債

Ａ
名
義
の
銀
行
借
入
約
一
〇
〇
〇
万

円
（
不
動
産
担
保
・
Ａ
の
個
人
保
証

付
）

事
務
機
器
リ
ー
ス
残
債
七
〇
万
円

（
簿
外
負
債
）

・
主
な
業
務

一
般
顧
客
か
ら
の
相
続
中
心
の
不
動

産
登
記
及
び
地
元
中
小
企
業
か
ら
の

商
業
登
記

年
間
売
上
約
一
八
〇
〇
万
円
、
営
業

Ｃ
Ｆ
約
四
〇
〇
万
円

・
従
業
員

補
助
者
Ｃ
（
五
五
歳
女
性
・
年
収
三

五
〇
万
円
）

補
助
者
Ｄ
（
三
八
歳
女
性
・
年
収
二

五
〇
万
円
）

Ａ
の
子
息
（
三
五
歳
・
年
収
二
五
〇

万
円
）

●
売
買
価
格
の
算
定

不
動
産
及
び
銀
行
借
入
名
義
は
Ａ

司
法
書
士
の
ま
ま
と
し
、
承
継
後
は

Ｂ
司
法
書
士
が
事
務
所
物
件
を
賃
借

す
る
形
態
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

従
来
は
Ａ
司
法
書
士
の
自
己
物
件

で
あ
り
、
家
賃
支
出
が
発
生
し
て
い

な
か
っ
た
た
め
、
Ｃ
Ｆ
予
測
計
算
は

家
賃
を
年
間
一
〇
〇
万
円
算
入
す
る

こ
と
と
し
、
Ｂ
か
ら
Ａ
へ
は
譲
渡
代

金
と
共
に
家
賃
を
支
払
う
形
式
と
し

た
。

・
平
均
予
測
Ｃ
Ｆ
計
算

営
業
Ｃ
Ｆ
の
推
移

今
年
度

四
〇
〇
万
円

前
年
度

四
二
〇
万
円

前
々
年
度

四
五
〇
万
円

次
期
以
降
予
想
営
業
Ｃ
Ｆ
（
新
業
務

追
加
に
よ
る
今
後
の
売
上
増
を
想

定
）

来
年
度

三
八
〇
万
円

二
期
後

四
二
〇
万
円

三
期
後

四
五
〇
万
円

六
年
平
均
Ｃ
Ｆ
四
二
〇
万
円

・
（
平
均
Ｃ
Ｆ4

2
0

万
円－

家
賃
相

当
分1

0
0

万
円
）
×3

（
年
分
）
�

9
6
0

万
円

※
平
均
Ｃ
Ｆ
が
高
額
で
は
な
い
た
め
、

割
引
率
は
不
適
用
と
す
る

・
リ
ス
ク
係
数（
新
旧
経
営
者
の
キ

ャ
リ
ア
差
に
よ
る
減
額
率
）0.7

5

・
売
買
価
格
計
算
式

9
6
0

×0
.7
5

＋2
0
0

（
引
継
資
産
）

－
7
0

（
引
継
負
債
）
�8

5
0

万
円

・
支
払
方
法
の
例

営
業
譲
渡
一
時
金
一
〇
〇
万
円
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毎
月
分
割
支
払
額1

5

万
円
×5

0

ヵ

月
�7

5
0

万
円

別
途
に
家
賃
月
額
八
万
円

●
Ａ
司
法
書
士
の
願
い

長
年
こ
の
地
域
で
開
業
し
て
き
て
、

多
く
の
固
定
顧
客
が
居
る
の
で
、
そ

の
方
々
へ
の
感
謝
を
忘
れ
ず
、
繋
が

り
を
大
切
に
し
て
欲
し
い
。

ま
た
、
司
法
書
士
試
験
を
断
念
し

た
子
息
を
そ
の
ま
ま
事
務
所
職
員
と

し
て
残
す
の
で
、
彼
の
今
後
に
つ
い

て
も
親
身
に
な
っ
て
考
え
て
や
っ
て

欲
し
い
。

自
分
は
引
退
後
も
引
き
続
き
、
こ

の
事
務
所
の
発
展
の
た
め
、
Ｂ
司
法

書
士
を
全
面
的
に
支
援
す
る
の
で
、

で
き
れ
ば
次
の
次
の
世
代
に
引
き
継

ぐ
ま
で
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

●
Ｂ
司
法
書
士
の
願
い

Ａ
司
法
書
士
が
築
き
上
げ
て
き
た

社
会
的
信
頼
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に

努
力
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
自

分
が
都
会
で
得
て
き
た
新
し
い
知
識

を
活
用
し
て
、
簡
裁
訴
訟
代
理
・
ク

レ
サ
ラ
・
成
年
後
見
・
企
業
法
務
・

Ａ
Ｄ
Ｒ
等
々
の
、
登
記
以
外
の
執
務

に
も
今
後
は
注
力
し
、
地
域
に
根
ざ

し
た
新
し
い
法
律
家
像
を
作
り
上
げ

た
い
。

ま
た
Ａ
司
法
書
士
及
び
そ
の
家
族

の
方
々
に
は
最
大
限
の
敬
意
を
表
し
、

今
後
も
親
族
同
様
の
お
付
き
合
い
を

お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

司
法
書
士
は
国
家
資
格
者
な
の
で
、

常
に
倫
理
に
配
慮
し
、
誰
に
も
恥
じ

る
こ
と
の
な
い
行
動
を
取
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で

あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
司
法
書
士
事
務

所
の
承
継
に
あ
た
っ
て
は
、
外
部
か

ら
の
無
用
な
誤
解
が
な
い
よ
う
、
秘

密
裡
に
行
う
こ
と
ば
か
り
を
考
え
る

の
で
は
な
く
、
逆
に
可
能
な
限
り
情

報
を
公
開
し
、
公
明
正
大
に
進
め
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
場
合
も
考
え
ら

れ
る
。

そ
の
意
味
か
ら
も
、
公
正
中
立
の

立
場
に
あ
る
仲
介
者
が
存
在
す
る
こ

と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
提
案
し
た
シ

ス
テ
ム
が
実
現
さ
れ
る
ま
で
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、

難
航
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、

こ
こ
は
全
て
の
司
法
書
士
会
員
が
知

恵
を
絞
っ
て
、
こ
の
提
案
ば
か
り
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
よ
り
良
い
も

の
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
期
待
す
る

ば
か
り
で
あ
る
。

司
法
書
士
事
務
所
の
承
継
問
題
、

司
法
過
疎
問
題
、
そ
し
て
非
司
法
書

士
に
よ
る
�
名
板
貸
し
�
問
題
が
、

そ
れ
ぞ
れ
正
し
い
形
で
ク
リ
ア
さ
れ

て
行
く
こ
と
を
心
よ
り
強
く
願
っ
て

い
る
。

ま
た
、
こ
う
い
っ
た
�
司
法
書
士

事
務
所
の
経
営
承
継
�
が
一
般
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
合
格
し

て
く
る
人
材
が
活
躍
す
る
機
会
が
増

加
し
、
ひ
い
て
は
司
法
書
士
全
体
の

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
も
繋
が
る
の
で
は

な
い
か
と
も
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

�
参
考
�
主
要
著
書

�
会
社
の
継
ぎ
か
た
つ
ぶ
し
か
た
�

（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
）

�
だ
れ
も
言
わ
な
か
っ
た
新
会
社
法

５
つ
の
罠
と
活
用
法
�（
出
版
文
化

社
）

�
銀
行
員
の
た
め
の
新
会
社
法
�

（
銀
行
研
修
社
）

�
誰
で
も
わ
か
る
新
会
社
法
の
超
入

門
�（
Ｃ
＆
Ｒ
研
究
所
）

��
種
類
株
式
プ
ラ
ス
α
�
徹
底
活

用
法
�（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）

�
企
業
承
継
の
考
え
方
と
実
務
�

（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
共
著

�
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
間
違

い
だ
ら
け
の
遺
言
を
超
え
る
�
�

（
出
版
文
化
社
）

�
戦
略
的
定
款
作
成
の
考
え
方
と
実

務
�（
民
事
法
研
究
会
）六
月
刊
行
予

定そ
の
他
�
会
社
法
務
Ａ
２
Ｚ
�（
第

一
法
規
）�
月
刊
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン

ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
�（
銀
行
研
修

社
）
等
、
雑
誌
掲
載
多
数

司法書士として活躍しよう
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全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会
（
以

下
、�
全
青
司
�
と
い
う
）
で
は
、

司
法
書
士
筆
記
試
験
合
格
者
（
以
下
、

�
合
格
者
�
と
い
う
）
を
対
象
に
、

�
司
法
過
疎
対
策
独
立
開
業
フ
ォ
ー

ラ
ム
〜
君
の
力
を
発
揮
す
べ
き
と
こ

ろ
〜
�（
以
下
、�
過
疎
対
策
フ
ォ
ー

ラ
ム
�
と
い
う
）
を
、
平
成
一
六
年

か
ら
平
成
一
八
年
ま
で
、
日
本
司
法

書
士
会
連
合
会
（
以
下
、�
日
司
連
�

と
い
う
）
の
後
援
を
得
て
、
開
催
し

た
。過

疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
全
青

司
の
司
法
過
疎
地
解
消
の
取
り
組
み

の
一
環
と
し
て
、
合
格
者
に
司
法
過

疎
問
題
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
、

近
い
将
来
司
法
書
士
と
な
る
合
格
者

に
、
司
法
書
士
登
録
前
に
司
法
過
疎

に
対
す
る
問
題
意
識
を
持
っ
て
も
ら

い
、
一
人
で
も
多
く
の
合
格
者
が
司

法
過
疎
地
で
の
開
業
を
検
討
し
て
も

ら
い
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
全
青
司

プ
ロ
ボ
ノ
活
動
委
員
会
が
企
画
担
当

し
、
平
成
一
八
年
は
、
第
一
部

司

法
過
疎
の
現
状
報
告
、
第
二
部

司

法
過
疎
地
で
開
業
報
告
、
第
三
部

講
演
�
司
法
書
士
と
し
て
生
き
る
�

の
三
部
構
成
で
、
仙
台
・
東
京
・
大

阪
・
福
岡
の
四
会
場
で
実
施
し
た
。

＊

過
疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ア
ン
ケ

ー
ト
結
果
や
参
加
者
の
感
想
等
を
参

考
に
し
て
、
全
青
司
司
法
・
司
法
書

士
制
度
等
研
究
対
策
委
員
会
（
以
下
、

�
制
度
委
員
会
�
と
い
う
）
で
、
平

成
一
九
年
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
方

法
等
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
平
成
一
九
年
は
、
フ

ォ
ー
ラ
ム
の
参
加
者
を
合
格
者
だ
け

に
限
定
せ
ず
に
、
司
法
書
士
受
験
生

全
青
司
司
法
書
士
開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム

参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら

全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会

司
法
書
士
開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
担
当

と
う

て
つ
や

藤

哲
也

特
集

司
法
書
士
と
し
て
活
躍
し
よ
う
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（
以
下
、�
受
験
生
�
と
い
う
）や
司

法
書
士
有
資
格
者
（
以
下
、
有
資
格

者
と
い
う
）も
対
象
と
し
て
、
司
法

書
士
と
し
て
の
業
務
・
職
責
を
認
識

す
る
場
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
一

人
で
も
多
く
の
合
格
者
及
び
有
資
格

者
が
、
司
法
書
士
登
録
を
し
て
、
独

立
開
業
を
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
日
司
連
の
後
援
を

得
て
、�
司
法
書
士
開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム

〜
司
法
書
士
を
目
指
す
貴
方
に
伝

え
た
い
こ
と
〜
�（
以
下
、�
開
業
フ
ォ

ー
ラ
ム
�と
い
う
）
を
、
第
一
部

現
場
の
司
法
書
士

実
務
を
語
る
、

第
二
部

各
地
の
現
状
報
告
、
第
三

部

講
演
�
司
法
書
士
と
し
て
生
き

る
�の
三
部
構
成
で
、
仙
台
・
東
京

・
大
阪
・
福
岡
の
四
会
場
で
開
催
し

た
。

＊

今
回
は
、
全
青
司
が
開
催
し
た
二

つ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
実
施
し
た
参
加

者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
等
を
も
と

に
、
受
験
生
や
合
格
者
が
何
を
考
え

て
い
る
の
か
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加

し
た
参
加
者
の
司
法
書
士
に
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た

か
、
を
報
告
し
た
い
。

な
お
、
文
書
中
の
�
�
部
分
は
、

過
疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
及
び
開
業
フ

ォ
ー
ラ
ム
の
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か

ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
�
二
二
一
人
中
二
二
名
、

登
録
予
定
な
し

平
成
一
八
年
に
開
催
し
た
過
疎
対

策
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
参
加
者
に
、
何
年

以
内
に
司
法
書
士
登
録
を
行
う
予
定

か
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
始
前
に
ア
ン
ケ

ー
ト
で
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
参
加
者
二

二
一
名
中
二
二
名
が
登
録
予
定
な
し

と
回
答
し
た
。

前
述
の
と
お
り
、
過
疎
対
策
フ
ォ

ー
ラ
ム
は
合
格
者
を
対
象
に
開
催
し

て
お
り
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え

た
の
は
、
平
成
一
八
年
に
司
法
書
士

筆
記
試
験
に
合
格
し
て
、
口
述
試
験

を
終
え
た
ば
か
り
の
人
た
ち
で
あ
る
。

過
疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
参
加
者

は
、
司
法
書
士
登
録
を
前
提
に
、
司

法
過
疎
地
で
の
開
業
も
視
野
に
入
れ

た
人
た
ち
で
あ
り
、
合
格
者
の
中
で

も
司
法
書
士
の
業
務
に
対
し
て
熱
い

思
い
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
ば
か
り

だ
と
考
え
て
い
た
だ
け
に
、
参
加
者

の
一
割
が
登
録
予
定
な
し
、
と
い
う

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
場
合
も
、
参

加
者
三
六
三
名
中
二
三
名
が
登
録
予

定
な
し
と
回
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

司
法
書
士
試
験
に
合
格
し
て
も
司
法

書
士
登
録
を
考
え
て
い
な
い
合
格
者

が
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。

ま
た
、
司
法
書
士
登
録
を
す
る
と

回
答
し
た
参
加
者
に
対
し
て
、
登
録

後
何
年
以
内
に
独
立
開
業
す
る
予
定

か
、
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
過
疎
対
策

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
場
合
は
五
五
名
、
開

業
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
六
三
名
が
独
立

開
業
予
定
な
し
と
回
答
し
た
こ
と
か

ら
、
独
立
開
業
を
考
え
て
い
な
い
合

格
者
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
確
認
で

き
た
。

＊

し
か
し
、
過
疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム

後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、�
開
業
を
全

く
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
地
元
で

の
開
業
を
視
野
に
入
れ
た
い
と
思
っ

た
��
開
業
す
る
自
信
が
あ
ま
り
な
か

っ
た
が
、
や
っ
ぱ
り
開
業
し
て
社
会

に
貢
献
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
�
と
い
っ
た
内
容
の
感
想
が
あ
っ

た
こ
と
や
、
開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
の

ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、�
都
内
の
事
務
所

に
入
る
の
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い

た
が
、
地
方
に
行
く
の
も
良
い
経
験

か
な
、
と
思
っ
た
��
企
業
へ
の
就
職

を
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ

ム
を
聞
い
て
、
司
法
書
士
と
し
て
や

っ
て
い
こ
う
と
決
め
た
��
開
業
意
思

も
薄
か
っ
た
が
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
は

全
く
気
持
ち
が
変
わ
っ
た
�と
い
っ

た
内
容
の
感
想
が
い
く
つ
も
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
司
法
書
士
の
業
務
等
に

関
す
る
情
報
提
供
が
あ
れ
ば
、
司
法

司法書士として活躍しよう
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書
士
登
録
や
独
立
開
業
を
検
討
す
る

合
格
者
が
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
も

確
認
で
き
た
。

二
�
司
法
書
士
の
仕
事
が
わ

か
っ
た

過
疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
司

法
過
疎
の
現
状
を
理
解
し
て
も
ら
う

た
め
に
、
司
法
過
疎
の
説
明
と
現
状

報
告
、
司
法
過
疎
地
で
の
開
業
報
告

等
に
時
間
を
割
き
、
司
法
書
士
の
業

務
や
職
責
、
司
法
書
士
が
ど
の
よ
う

な
活
動
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

詳
し
い
説
明
を
行
わ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
疎
対

策
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に

は
、�
司
法
書
士
の
職
域
が
非
常
に
広

い
こ
と
が
わ
か
り
意
欲
が
湧
い
た
�

�
司
法
書
士
と
な
っ
た
後
、
司
法
書

士
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

何
な
の
か
再
確
認
し
て
い
き
た
い
と

思
う
内
容
だ
っ
た
��
職
責
の
重
さ
を

改
め
て
実
感
し
、
不
安
も
や
り
が
い

も
半
々
と
感
じ
た
�
な
ど
、
参
加
者

が
司
法
書
士
の
業
務
や
職
責
を
あ
ら

た
め
て
確
認
し
た
と
思
わ
れ
る
感
想

が
、
い
く
つ
も
書
か
れ
て
あ
っ
た
。

ま
た
、
過
疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
終

了
後
に
懇
親
会
を
開
催
し
た
が
、
そ

の
懇
親
会
で
も
�
司
法
書
士
の
業
務

の
重
要
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
�、

と
い
っ
た
感
想
を
、
多
く
の
参
加
者

か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
受
験
生
の

中
に
は
、
司
法
書
士
の
業
務
や
職
責

を
詳
し
く
知
ら
な
い
ま
ま
司
法
書
士

試
験
を
受
け
て
い
る
人
が
多
い
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
た
た
め
、
平
成

一
九
年
は
、
前
述
の
よ
う
に
対
象
者

や
内
容
を
変
更
し
て
開
業
フ
ォ
ー
ラ

ム
を
開
催
し
た
。

開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
、�
実
務
に
つ
い
て
の
知
識
が
皆

無
に
等
し
か
っ
た
の
で
非
常
に
有
益

な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
�

�
司
法
書
士
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ

な
事
が
で
き
る
こ
と
を
実
感
し
た
�

�
多
岐
に
わ
た
る
業
務
を
知
る
き
っ

か
け
が
持
て
て
良
か
っ
た
��
司
法

書
士
の
業
務
が
今
ま
で
あ
ま
り
わ
か

ら
ず
、
合
格
後
ど
の
よ
う
に
活
動
す

れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、

参
加
し
た
こ
と
に
よ
り
自
分
の
や
り

た
い
活
動
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が

で
き
た
��
司
法
書
士
の
資
格
は
特

定
の
仕
事
が
で
き
る
と
い
う
権
利
と

い
う
面
ば
か
り
に
目
が
行
っ
て
い
た

が
、
背
負
っ
て
い
る
義
務
の
重
さ
と

そ
の
や
り
が
い
を
痛
感
し
た
�
等
の

内
容
の
感
想
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
受
験
生
や
合
格
者
が
開
業

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
た
こ
と
で
、

司
法
書
士
の
業
務
や
職
責
に
関
す
る

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
私
た
ち
司

法
書
士
に
と
っ
て
非
常
に
残
念
な
こ

と
で
あ
り
、
反
省
を
要
す
る
こ
と
で

は
な
い
か
。

受
験
生
は
、
司
法
書
士
に
な
り
た

い
と
思
っ
て
勉
強
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
司
法
書
士
の
業
務
や
職
責
を
よ

く
知
っ
て
い
る
は
ず
と
思
っ
て
い
た

が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ

と
が
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
判

明
し
た
。

受
験
生
で
さ
え
司
法
書
士
の
業
務

や
職
責
を
よ
く
知
ら
な
い
現
状
は
、

私
た
ち
司
法
書
士
の
一
般
に
対
す
る

Ｐ
Ｒ
活
動
が
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。

開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
、�
一
口
に
司
法
書
士
の
仕
事
と
い

っ
て
も
、
い
ろ
ん
な
分
野
、
世
界
が

あ
る
の
だ
と
感
じ
た
。
で
も
、
一
般

に
は
司
法
試
験
と
司
法
書
士
の
違
い

も
分
か
ら
な
い
人
も
い
る
。
も
っ
と

も
っ
と
司
法
書
士
の
存
在
を
�
わ
か

り
や
す
く
�
Ｐ
Ｒ
し
た
方
が
い
い
と

思
う
�、
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
こ

と
も
お
知
ら
せ
す
る
。

三
�
司
法
書
士
試
験
に
必
ず

合
格
し
ま
す

過
疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
の
ア
ン
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ケ
ー
ト
に
、�
参
加
対
象
が
合
格
者
と

知
ら
ず
に
参
加
し
た
が
、
来
年
の
試

験
に
向
け
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上

が
っ
た
�
と
い
う
感
想
が
あ
っ
た
。

司
法
書
士
を
目
指
し
て
勉
強
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
書
士
試
験

に
合
格
で
き
な
い
た
め
、
い
ろ
い
ろ

な
事
情
か
ら
司
法
書
士
に
な
る
こ
と

を
あ
き
ら
め
、
別
の
仕
事
に
就
く
人

を
何
人
も
見
て
き
た
の
で
、
こ
の
感

想
を
読
ん
だ
と
き
は
過
疎
対
策
フ
ォ

ー
ラ
ム
に
関
わ
っ
て
本
当
に
良
か
っ

た
と
思
っ
た
。

開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
も
、�
現
在
は
受
験
生
で
す
が
、

今
日
の
話
は
合
格
を
勝
ち
取
る
た
め

に
十
分
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
り
ま
し

た
��
受
験
生
で
す
が
、
合
格
す
る

ま
で
、
強
い
気
持
ち
で
が
ん
ば
っ
て

い
け
ま
す
。
司
法
書
士
の
イ
メ
ー
ジ

が
変
わ
り
ま
し
た
��
勉
強
ば
か
り

毎
日
し
て
い
る
と
日
々
の
苦
痛
や
つ

ま
ら
な
い
情
報
に
振
り
回
さ
れ
が
ち

に
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
今
日

の
よ
う
な
機
会
で
初
心
に
戻
れ
た
よ

う
な
気
が
し
た
。
と
に
か
く
、
早
く

合
格
す
る
こ
と
。
あ
と
、
そ
の
後
も

ず
っ
と
い
ろ
ん
な
物
事
か
ら
学
び
続

け
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
肝
に

銘
じ
よ
う
、
と
強
く
思
っ
た
�
と
い

っ
た
内
容
の
感
想
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
受
験
生
に
と
っ
て
、
開
業
フ
ォ

ー
ラ
ム
に
参
加
し
た
こ
と
は
、
司
法

書
士
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を

再
確
認
し
、
来
年
は
必
ず
合
格
す
る

ぞ
と
い
う
強
い
気
持
ち
を
持
つ
機
会

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

る
。

＊

合
格
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
に
も
、

�
こ
の
先
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
け

ば
よ
い
か
悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
、
参
考
に
な
っ
た
��
自
分

の
司
法
書
士
と
し
て
の
存
在
意
義
が

今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
面
が
あ

っ
た
が
、
法
律
家
を
志
し
た
当
初
の

気
持
ち
が
戻
っ
て
き
た
��
筆
記
試

験
に
合
格
し
、
受
験
中
も
迷
い
が
あ

っ
て
は
消
し
て
過
ご
し
て
き
た
が
、

少
し
霧
が
晴
れ
て
目
指
す
も
の
が
見

え
て
き
た
��
不
安
も
大
き
い
が
、

開
業
に
向
け
て
、
着
実
に
準
備
を
す

す
め
て
い
く
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が

で
き
た
��
試
験
に
合
格
し
た
だ
け

で
、
人
の
役
に
立
て
る
司
法
書
士
に

な
れ
る
の
か
、
と
て
も
不
安
を
感
じ

て
い
た
が
、
話
を
聞
い
て
、
と
て
も

励
ま
さ
れ
、
勇
気
付
け
ら
れ
た
�、

と
い
っ
た
感
想
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

合
格
者
の
中
に
も
、
司
法
書
士
試
験

に
合
格
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て

い
て
、
合
格
後
の
進
路
や
方
向
性
を

考
え
る
余
裕
が
な
い
人
た
ち
が
少
な

か
ら
ず
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

そ
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
か
ら
、

開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
、
こ
れ
ら
の
人

に
対
し
て
、
司
法
書
士
業
務
や
開
業

に
つ
い
て
前
向
き
に
考
え
る
有
益
な

情
報
等
を
提
供
で
き
た
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
る
。

な
お
、
昨
年
の
過
疎
対
策
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
参
加
し
た
受
験
生
が
、
同
じ

会
場
に
今
年
は
合
格
者
と
し
て
参
加

し
た
と
い
う
報
告
が
あ
っ
た
事
を
お

伝
え
す
る
。

四
�
受
験
生
へ
の
情
報
提
供

の
必
要
性

事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
司
法
書
士

試
験
を
受
け
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か

け
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、�
資
格
が
ほ

し
か
っ
た
��
法
律
関
係
の
仕
事
が

し
た
か
っ
た
��
独
立
開
業
で
き
る

資
格
だ
か
ら
�
と
い
っ
た
回
答
が
、

�
地
域
密
着
型
法
律
家
へ
の
憧
れ
�

�
何
か
の
形
で
社
会
貢
献
が
し
た
か

っ
た
��
多
重
債
務
案
件
を
解
決
で

き
る
立
場
に
立
つ
た
め
�
と
い
っ
た

司
法
書
士
の
業
務
や
職
責
を
理
解
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
回
答
よ
り
も
多

か
っ
た
。�
な
ん
と
な
く
�
と
い
う

回
答
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

し
か
し
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
の
ア
ン

ケ
ー
ト
の
、
ど
の
よ
う
な
司
法
書
士

に
な
り
た
い
か
、
と
い
う
問
い
に
は
、

�
市
民
の
た
め
の
�
街
の
法
律
家
�

司法書士として活躍しよう
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と
し
て
頑
張
り
た
い
��
法
律
屋
で
は

な
く
法
律
家
と
し
て
、
市
民
と
一
緒

に
歩
ん
で
い
け
る
司
法
書
士
を
目
指

す
��
今
日
の
話
を
聞
き
、
人
に
役

立
つ
法
律
家
に
な
り
た
い
と
強
く
感

じ
た
�
と
い
っ
た
内
容
の
回
答
の
方

が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
司
法
書
士
の

職
責
を
参
加
者
に
伝
え
る
、
と
い
う

開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
目
的
を
達
成
で

き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

＊

全
青
司
制
度
委
員
会
で
は
、
こ
の

開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
別
に
、�
全

青
司
司
法
書
士
開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム

〜
現
場
の
司
法
書
士
と
大
い
に
語
ろ

う
ｉ
ｎ
函
館
〜
�
を
七
月
一
日
の
筆

記
試
験
終
了
後
に
開
催
し
た
。

函
館
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
者
か
ら

は
、�
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
が

あ
る
こ
と
は
と
て
も
あ
り
が
た
い
、

ま
た
ぜ
ひ
開
催
し
て
い
た
だ
け
る
と

嬉
し
い
�
と
い
う
感
想
が
あ
っ
た
こ

と
が
報
告
さ
れ
た
。

ま
た
、
函
館
に
は
司
法
書
士
受
験

予
備
校
が
な
い
た
め
、
受
験
生
間
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
な
く
、
一
人
ひ
と

り
が
独
自
に
勉
強
を
し
て
情
報
収
集

し
て
い
る
現
状
も
把
握
で
き
た
。

中
国
ブ
ロ
ッ
ク
青
年
司
法
書
士
協

議
会
か
ら
は
、
司
法
書
士
開
業
フ
ォ

ー
ラ
ム
を
広
島
県
司
法
書
士
会
館
で

口
述
試
験
終
了
後
に
開
催
し
た
と
こ

ろ
、
参
加
者
か
ら
、�
開
業
な
ん
て

考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
す
ぐ
に
で

も
開
業
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い

始
め
ま
し
た
�
と
い
う
声
が
あ
っ
た
、

と
い
う
報
告
も
あ
っ
た
。

＊

開
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
や
こ
れ
ら
の
報
告
か
ら
、
受
験

生
や
合
格
者
は
司
法
書
士
に
関
す
る

情
報
を
求
め
て
い
る
が
、
実
際
に
は

思
う
よ
う
に
情
報
収
集
が
で
き
な
い

受
験
生
が
全
国
各
地
に
い
る
こ
と
が

想
像
で
き
る
。

ま
た
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
の
懇
親
会

参
加
者
か
ら
、
司
法
書
士
と
話
を
し

た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
、
い
ろ
い

ろ
な
業
務
を
し
て
い
る
司
法
書
士
と

話
す
こ
と
は
大
変
有
益
だ
っ
た
、
と

い
う
話
を
い
く
つ
も
聞
い
た
こ
と
か

ら
、
司
法
書
士
と
話
を
す
る
機
会
が

な
い
受
験
生
が
多
い
こ
と
も
事
実
で

あ
ろ
う
。＊

こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
と
お
り
、

司
法
書
士
の
業
務
や
職
責
を
あ
ま
り

知
ら
な
か
っ
た
受
験
生
や
合
格
者
が
、

過
疎
対
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
開
業
フ
ォ

ー
ラ
ム
に
参
加
し
て
、
実
務
で
活
躍

す
る
司
法
書
士
の
話
を
聞
い
た
り
、

司
法
書
士
に
直
接
質
問
し
て
疑
問
を

解
消
す
る
こ
と
に
よ
り
、
司
法
書
士

の
業
務
や
職
責
を
理
解
し
て
司
法
書

士
登
録
や
開
業
を
検
討
す
る
人
が
多

い
こ
と
が
、
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト

等
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。

私
た
ち
は
、
司
法
書
士
の
業
務
や

職
責
を
、
受
験
生
や
合
格
者
に
も
っ

と
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
自
覚
す
る
と
も
に
、
受
験
生
や
合

格
者
が
司
法
書
士
と
直
接
話
を
す
る

機
会
を
も
っ
と
増
や
す
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

受
験
生
が
司
法
書
士
の
業
務
や
職

責
を
理
解
し
た
上
で
司
法
書
士
試
験

に
合
格
し
た
時
に
は
、
今
よ
り
も
多

く
の
合
格
者
が
司
法
書
士
登
録
を
す

る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

＊

全
青
司
は
、
一
人
で
も
多
く
の
受

験
生
に
司
法
書
士
の
業
務
と
職
責
を

知
っ
て
も
ら
う
べ
く
、
平
成
二
〇
年

度
は
各
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
開
業
フ
ォ
ー

ラ
ム
開
催
を
検
討
し
て
い
る
。

司
法
書
士
試
験
合
格
者
全
員
が
司

法
書
士
登
録
を
し
、
独
立
開
業
を
検

討
す
る
こ
と
を
切
に
望
む
。
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開
業
間
も
な
い
上
、
司
法
書
士
と

し
て
も
ま
だ
経
験
の
少
な
い
私
に
、

ま
さ
か
�
月
報
司
法
書
士
�
の
原
稿

の
依
頼
が
来
る
と
は
思
わ
ず
、�
勤

務
�
か
�
独
立
�
か
、
と
い
う
テ
ー

マ
に
合
っ
た
内
容
が
書
け
る
か
ど
う

か
、
い
さ
さ
か
不
安
も
あ
る
が
、�
最

近
独
立
し
た
�
会
員
か
ら
の
目
線
で
、

と
い
う
依
頼
な
の
で
、
自
分
の
体
験

を
思
い
出
し
な
が
ら
書
い
て
い
こ
う

と
思
う
。こ
の
原
稿
の
依
頼
書
に�
で

あ
る
�
調
で
書
く
よ
う
に
と
の
指
示

が
出
て
い
る
の
で
、
偉
そ
う
な
文
章

に
な
ら
な
い
か
も
不
安
の
種
で
あ
る
。

一
�
ま
ず
は
自
己
紹
介
か
ら

私
は
、
平
成
一
七
年
度
司
法
書
士

試
験
に
合
格
し
、
大
阪
法
務
局
ま
で

地
下
鉄
で
二
駅
と
い
う
事
務
所
で
、

平
成
一
八
年
二
月
か
ら
平
成
一
九
年

三
月
ま
で
司
法
書
士
業
務
を
勉
強
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
住

み
慣
れ
た
関
西
を
離
れ
、
平
成
一
九

年
六
月
に
広
島
県
の
三
原
市
で
開
業
。

自
宅
の
三
畳
ほ
ど
の
部
屋
に
パ
ソ
コ

ン
、
書
庫
、
複
合
機
な
ど
を
置
き
、

リ
ビ
ン
グ
を
平
日
の
昼
間
の
来
客
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
、
司
法
書
士
事
務
所

の
看
板
を
上
げ
て
い
る
。

二
�
勤
務
時
代

約
一
年
間
勤
め
て
い
た
大
阪
の
事

務
所
は
、
所
長
の
司
法
書
士
と
補
助

者
一
名
と
私
の
三
名
と
い
う
事
務
所
。

新
人
研
修
の
際
に
研
修
部
の
方
の
ご

紹
介
で
面
接
に
行
き
、
そ
こ
で
お
会

い
し
た
所
長
の
魅
力
に
惹
か
れ
、
自

宅
の
京
都
か
ら
通
う
に
は
少
し
遠
い

よ
う
に
も
感
じ
た
が
、
す
ぐ
に
そ
こ

で
お
世
話
に
な
る
こ
と
を
決
め
た
。

合
格
す
る
ま
で
司
法
書
士
事
務
所

で
の
事
務
経
験
も
な
く
、
何
を
す
る

�
勤
務
�
と
�
独
立
�
の
経
験
を
通
し
て

広
島
司
法
書
士
会

あ
ん
ど
う

ゆ

き

安
藤

由
紀

特
集

司
法
書
士
と
し
て
活
躍
し
よ
う

司法書士として活躍しよう
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の
も
初
め
て
の
こ
と
ば
か
り
。
最
初

は
補
助
者
と
し
て
し
ば
ら
く
勉
強
さ

せ
て
も
ら
う
つ
も
り
だ
っ
た
が
、�
司

法
書
士
�
と
し
て
仕
事
が
し
た
い
と

い
う
思
い
が
強
く
な
り
、
勤
め
て
四

ヵ
月
目
に
登
録
に
踏
み
切
っ
た
。

勤
め
先
で
登
録
す
る
か
し
な
い
か

は
、
そ
の
人
自
身
の
気
の
持
ち
よ
う

と
い
う
こ
と
も
言
え
る
が
、
私
の
場

合
、
登
録
す
る
こ
と
で
仕
事
に
対
す

る
心
構
え
も
変
わ
っ
た
よ
う
に
思
え

た
し
、
何
よ
り
司
法
書
士
会
の
研
修

等
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
、
そ
う
い
っ
た
場
所
で
の
様
々
な

交
流
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
何
よ
り
の
収
穫
だ
っ
た
。
新
人
研

修
の
頃
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
Ａ
Ｄ
Ｒ

の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
等
も
受
講
で
き
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
独
立
後
の
業
務
に

役
立
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

就
職
前
か
ら
、
翌
年
に
は
一
身
上

の
都
合
で
広
島
に
転
居
す
る
こ
と
を

事
務
所
に
も
伝
え
て
い
た
の
で
、
当

初
か
ら
の
予
定
通
り
に
事
務
所
を
退

職
し
た
。
一
年
二
ヵ
月
と
い
う
月
日

は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い
た
。

三
�
い
ざ
独
立
開
業

�
い
ず
れ
は
独
立
す
る
�。
そ
の

こ
と
は
受
験
時
代
か
ら
考
え
て
い
た
。

た
だ
、
実
際
に
司
法
書
士
と
し
て
の

仕
事
を
す
る
ま
で
は
、
か
な
り
漠
然

と
し
た
理
想
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う

な
気
が
す
る
。
ど
の
く
ら
い
司
法
書

士
事
務
所
で
勉
強
し
て
、
ど
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
独
立
す
る
の
か
。
合
格
同

期
の
司
法
書
士
や
、
先
輩
司
法
書
士

の
話
を
聞
い
て
み
て
も
、
人
そ
れ
ぞ

れ
。
そ
の
土
地
の
地
域
性
や
、
所
属

し
た
事
務
所
に
も
よ
る
よ
う
に
思
う
。

現
時
点
で
、
私
の
合
格
同
期
の
大
半

は
独
立
し
て
い
る
が
、
勤
め
て
い
る

司
法
書
士
も
少
な
く
は
な
い
。

私
の
場
合
、
広
島
へ
の
転
居
が
大

き
な
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
広
島
と

い
っ
て
も
広
島
市
内
で
は
な
い
た
め
、

合
格
し
て
す
ぐ
に
開
業
す
る
人
が
ほ

と
ん
ど
だ
と
聞
い
て
い
た
。
転
居
後

も
し
ば
ら
く
は
ど
こ
か
で
勤
め
る
こ

と
も
考
え
た
が
、
た
く
さ
ん
の
先
輩

司
法
書
士
に
助
言
を
い
た
だ
き
、
転

居
後
は
独
立
す
る
、
と
い
う
結
論
を

出
し
た
。
法
改
正
や
職
務
範
囲
の
拡

大
に
伴
い
、
ど
ん
な
業
務
も
調
べ
な

が
ら
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
新
人
も
ベ
テ
ラ
ン
も
同
じ

で
、
独
立
す
れ
ば
周
囲
が
助
け
て
く

れ
る
し
、
お
互
い
助
け
合
い
な
が
ら

や
っ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
ア
ド
バ

イ
ス
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際

に
独
立
し
て
か
ら
多
く
の
方
に
支
え

ら
れ
て
、
な
ん
と
か
こ
こ
ま
で
来
て

い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。

四
�
開
業
準
備

転
居
後
に
開
業
す
る
こ
と
は
、
大

阪
の
事
務
所
を
退
職
す
る
前
か
ら
決

め
て
い
た
の
で
、
何
は
と
も
あ
れ
司

法
書
士
会
の
移
転
の
手
続
き
か
ら
始

め
、
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
プ

ロ
バ
イ
ダ
契
約
、
複
合
機
の
リ
ー
ス
、

備
品
の
手
配
な
ど
、
転
居
後
す
ぐ
に

開
業
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
。
看
板

や
封
筒
、
事
務
所
名
は
ど
う
す
る
か
、

自
分
で
統
一
カ
ラ
ー
な
ど
を
決
め
た

り
す
る
の
は
楽
し
い
も
の
だ
っ
た
。

た
だ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
書
類
の
様
式

も
一
か
ら
自
分
で
作
成
し
な
い
と
い

け
な
い
の
で
、
大
変
な
部
分
も
あ
っ

た
。三

月
末
に
大
阪
の
事
務
所
を
退
職

し
て
か
ら
、
京
都
か
ら
の
引
越
し
な

ど
も
あ
っ
た
の
で
少
し
時
間
が
か
か

っ
た
が
、
六
月
に
は
な
ん
と
か
看
板

を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

五
�
独
立
後

最
初
は
な
か
な
か
仕
事
も
入
っ
て

こ
な
か
っ
た
が
、
あ
ち
こ
ち
に
顔
を

出
し
て
い
る
う
ち
に
、
徐
々
に
仕
事

も
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

勤
務
時
代
と
違
っ
て
、
自
分
が
動
か

な
い
と
仕
事
も
入
っ
て
こ
な
い
。
人
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と
接
す
る
こ
と
が
比
較
的
好
き
な
性

格
な
の
で
、
こ
の
点
の
苦
労
は
あ
ま

り
な
か
っ
た
。

業
務
に
つ
い
て
は
、先
ほ
ど
も�
多

く
の
方
に
支
え
ら
れ
て
�
い
る
と
書

い
た
が
、
調
べ
て
も
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
あ
っ
た
り
、
困
っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
り
す
る
と
、
頼
れ
る
同
業
者
に

電
話
や
メ
ー
ル
で
助
け
て
い
た
だ
い

て
い
る
。
こ
の
�
支
え
�
が
あ
れ
ば

こ
そ
、
少
な
い
経
験
で
独
立
し
て
も

や
っ
て
い
け
る
の
だ
と
思
う
。
い
つ

も
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
い
る
方
々

に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
を

述
べ
た
い
。

六
��
勤
務
�
か
�
独
立
�

か

�
勤
務
�
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ

ッ
ト
、�
独
立
�
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ

メ
リ
ッ
ト
は
何
か
、
と
問
わ
れ
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
も
よ
る
の
で
、

一
概
に
は
言
及
で
き
な
い
。
各
個
人

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
、

ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
、
に
な
る
だ
ろ

う
。私

自
身
に
つ
い
て
、�
勤
務
�
時

代
と
�
独
立
�
後
と
、
ど
こ
が
ど
う

違
う
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
扱
う
業
務

に
つ
い
て
多
少
違
い
は
あ
る
と
は
い

え
、
や
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

同
じ
だ
。
し
か
し
、
勤
務
時
代
と
同

じ
こ
と
を
し
て
も
、
業
務
に
対
す
る

心
構
え
が
大
き
く
違
う
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

一
番
違
い
が
大
き
い
と
感
じ
る
こ

と
は
、
依
頼
者
と
直
接
話
す
こ
と
。

勤
務
時
代
に
も
依
頼
者
と
話
す
こ
と

は
た
ま
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
は

銀
行
ひ
と
つ
行
く
に
も
、
言
い
方
は

悪
い
が
、�
オ
ツ
カ
イ
�
気
分
が
最

後
ま
で
抜
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
独
立
し
て
自
分
の
名
前
で

仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
身
に

し
み
て
わ
か
っ
て
き
た
。
依
頼
者
は

�
私
�
に
対
し
て
依
頼
を
し
て
き
て

お
り
、
い
か
に
的
確
か
つ
迅
速
に
業

務
を
こ
な
す
か
に
よ
っ
て
、�
私
�

に
対
す
る
依
頼
者
の
評
価
が
決
ま
る

と
い
う
こ
と
を
常
に
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
勤
務

時
代
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
意
識
す

べ
き
で
あ
っ
た
。
言
い
訳
に
な
る
が
、

勤
務
時
代
は
、
所
長
の
名
前
で
書
類

を
作
成
す
る
の
で
、
最
後
は
所
長
が

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
。
そ
こ
に
は
、

私
に
は
最
終
の
責
任
は
な
い
、
と
い

う
よ
う
な
錯
覚
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
今
更
な
が
ら
、
反
省
す
べ

き
点
で
あ
る
。

七
�
こ
れ
か
ら
独
立
を
考
え

て
い
る
方
へ

最
近
独
立
し
た
私
か
ら
、
こ
れ
か

ら
独
立
を
考
え
て
い
る
方
に
何
か
ア

ド
バ
イ
ス
で
き
る
と
す
れ
ば
、
独
立

し
な
い
と
経
験
で
き
な
い
こ
と
が
、

�
司
法
書
士
�
の
業
務
に
は
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ

が
何
で
あ
る
の
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
私
か
ら
何

が
ど
う
違
う
と
事
細
か
に
説
明
で
き

る
も
の
で
は
な
い
し
、
説
明
し
て
も

伝
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。�
独
立
�
す

る
に
あ
た
っ
て
不
安
に
思
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
是
非
、

周
囲
の
頼
れ
る
先
輩
に
相
談
し
て
欲

し
い
。
た
く
さ
ん
の
方
の
経
験
や
意

見
を
聞
く
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
方

向
性
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

司法書士として活躍しよう
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平
成
二
〇
年
三
月
二
四
日
、
東
京

都
中
央
区
に
本
店
を
置
く
、
消
費
者

金
融
会
社
の
ア
エ
ル
株
式
会
社
が
東

京
地
方
裁
判
所
に
民
事
再
生
手
続
開

始
（
事
件
番
号
平
成
二
〇
年
（
再
）

第
七
七
号
）
の
申
立
を
行
い
、
平
成

二
〇
年
三
月
二
七
日
午
後
一
時
に
開

始
決
定
が
な
さ
れ
た
。

再
生
債
権
の
届
出
期
間
は
平
成
二

〇
年
六
月
三
〇
日
ま
で
、
認
否
書
の

提
出
期
限
が
平
成
二
〇
年
八
月
八
日
、

再
生
計
画
案
の
提
出
期
限
は
平
成
二

〇
年
九
月
二
四
日
と
決
定
さ
れ
て
い

る
。平

成
二
〇
年
三
月
二
七
日
に
行
わ

れ
た
債
権
者
説
明
会
に
お
い
て
、
同

社
は
、
現
在
の
顧
客
数
は
二
二
万
件

強
で
あ
り
、
貸
付
残
高
は
八
九
〇
億

円
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
数
字

は
、
業
界
一
六
位
で
あ
っ
た
ク
レ
デ

ィ
ア
の
顧
客
数
二
〇
万
件
よ
り
も
大

き
な
数
字
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
同
社
も
、
ク
レ
デ
ィ
ア
と

同
様
、
全
顧
客
に
対
す
る
自
発
的
な

制
限
利
息
へ
の
引
き
直
し
計
算
に
つ

い
て
は
事
実
上
不
可
能
（
全
取
引
を

引
き
直
し
計
算
す
る
に
は
一
年
以
上

か
か
る
と
し
て
い
る
）
と
の
回
答
を

し
て
お
り
、
完
済
し
た
過
去
の
顧
客

の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
、
ク
レ
デ
ィ

ア
と
同
様
、
自
発
的
に
引
き
直
し
計

算
は
し
な
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
同
社
の
過
払
い
債
権
者
と
し
て

保
護
さ
れ
る
の
は
、
①
現
時
点
に
お

い
て
、
和
解
・
判
決
で
金
額
が
確
定

し
て
い
る
も
の
、
②
現
時
点
で
代
理

人
が
就
い
て
い
る
も
の
、
③
今
後
、

取
引
履
歴
請
求
が
あ
っ
た
も
の
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
う
で
あ

れ
ば
、
ク
レ
デ
ィ
ア
同
様
、
過
払
い

債
権
者
の
数
％
し
か
権
利
行
使
が
不

能
と
な
る
こ
と
が
十
分
に
予
想
さ
れ

う
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
極
め

て
不
適
正
な
民
事
再
生
手
続
を
許
容

す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。ま

た
、
同
社
も
、
ク
レ
デ
ィ
ア
同

様
、
貸
付
債
権
を
証
券
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
資
金
調
達
を
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
の

過
払
い
金
の
帰
趨
が
問
題
と
な
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
記
説
明
会
に

お
い
て
、
自
社
（
ア
エ
ル
）
に
帰
す

る
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

日
司
連
は
、
ク
レ
デ
ィ
ア
の
民
事

再
生
申
立
に
対
し
、
当
初
よ
り
完
済

顧
客
を
含
め
た
全
て
の
顧
客
に
関
し

て
、
平
等
に
、
制
限
利
息
に
よ
る
引

き
直
し
計
算
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と

主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
に
対
し
、
ク
レ
デ
ィ
ア
は
一
貫

し
て
、
こ
れ
を
退
け
て
い
る
。
な
お
、

当
初
、
平
成
二
〇
年
二
月
二
二
日
で

あ
っ
た
再
生
計
画
案
提
出
期
限
は
平

成
二
〇
年
五
月
二
一
日
ま
で
に
延
期

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
も
予

断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
今
般

の
ア
エ
ル
の
民
事
再
生
手
続
に
関
し

て
も
、
適
切
な
手
続
が
遂
行
さ
れ
る

よ
う
、
引
き
続
き
、
東
京
地
裁
等
へ

の
申
し
入
れ
を
行
う
と
と
も
に
、
同

社
の
顧
客
の
過
払
い
債
権
者
の
権
利

行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
べ
く
、
各

司
法
書
士
会
へ
の
相
談
体
制
強
化
の

お
願
い
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ア
エ
ル
㈱
民
事
再
生
申
立
へ
の
対
応
（
速
報
版
）

日
司
連
理
事

小
澤

吉
徳

３６司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2008.4



平成２０年０３月２６日

アエル株式会社の民事再生申立を受けての緊急会長声明

日本司法書士会連合会

会 長 佐藤 純通

平成２０年３月２４日、東京都中央区に本店を置く消費者金融会社のアエル株式会社が東京地

方裁判所に民事再生手続開始の申立を行い受理された。

同社は平成１５年９月に更生手続開始の申立（会社更生法）をし、昨年８月に更生手続きが

終結したばかりである。負債総額は約２３１億円とのことであるが、貸出残高は１０００億円程度

であるとみられているところから、その影響は極めて大きいものと言える。

一方、平成１９年９月、東証一部上場の消費者金融業者株式会社クレディアが民事再生手続

開始決定の申立をしているが、再生計画案提出期限は平成２０年５月２１日まで延期されており、

その動向については現在も予断を許さない状況にある。

このように、クレディアの民事再生申立の方向性が定まらないまま、アエル株式会社が同

様の手続を選択したことにつき、当連合会としては、同社の今後の手続の推移に関しても注

視していく必要性を強く感じているところである。

そこで、多重債務被害救済に長く取り組んできた司法書士会としては、今般のアエル株式

会社倒産の事実を重く捉え、現在同社と取引を継続している消費者がさらなる多重債務被害

に陥ることのないよう、全国の司法書士会をあげて取り組むこと、さらには、今後起こりう

る消費者金融会社の破綻に対しても迅速かつ適切な対応を取ることを宣言するとともに、改

めて、次のとおり、同社の民事再生手続が適切に行われることを強く求めるものである。

記

１．再生債務者アエル株式会社は、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息

制限法引直額を告知し、民事再生手続に参加する機会を確保すること。

２．再生債務者アエル株式会社は、再生手続開始決定前１０年以内に取引を終了した消費貸借

取引の顧客に対しても過払額を告知し、民事再生手続に参加する機会を確保すること。

３．再生債務者アエル株式会社は、少額の再生債権につき弁済許可の申立をする等、消費者

の過払債権が早期に支払われるよう適切な措置を講ずること。
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
生
活
情

報
入
手
の
必
需
品

今
年
三
月
二
四
日
、
日
司
連
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（
以
下
、�
日
司
連
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
�
と
言
う
）
が
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。
従
来
の
サ
イ

ト
と
は
一
線
を
画
し
た
、
新
し
い
コ

ン
セ
プ
ト
に
基
づ
い
た
設
計
を
し
た

も
の
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
は
想
像

を
絶
す
る
ス
ピ
ー
ド
で
進
化
し
て
お

り
、
ネ
ッ
ト
上
に
は
全
世
界
の
あ
ら

ゆ
る
情
報
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。
そ

し
て
今
や
、
そ
の
情
報
の
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
を
、
誰
も
が
ネ
ッ
ト
に
ア
ク

セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
入
手
で
き

る
。
現
在
で
は
、
何
か
を
知
り
た
い

と
き
の
人
々
の
行
動
経
路
は
、
特
定

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
入
力

し
た
り
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
経
由

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
名
称
や
キ

ー
ワ
ー
ド
を
入
力
し
て
検
索
す
る
サ

ー
チ
エ
ン
ジ
ン
ル
ー
ト
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
サ
ー
チ
エ

ン
ジ
ン
の
進
化
に
よ
っ
て
急
速
に
拡

大
し
て
お
り
、
既
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
一
部
を
代
替

す
る
に
至
っ
て
い
る
。従
来
か
ら�
マ

ス
四
媒
体
�
と
言
わ
れ
る
新
聞
、
雑

誌
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
は
新
し
い
情

報
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
社
会
に

対
す
る
高
い
影
響
力
か
ら
、
企
業
や

団
体
に
と
っ
て
広
報
・
Ｐ
Ｒ
の
主
要

な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
き
た
が
、
も
は
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
は
こ
れ
ら
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の

情
報
メ
デ
ィ
ア
機
能
と
社
会
へ
の
影

響
力
を
持
ち
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
広
告
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
既
に
ラ
ジ
オ
を
超
越
し
た
こ
と

で
実
証
さ
れ
る
。

さ
ら
に
は
携
帯
電
話
と
い
う
新
た

な
情
報
メ
デ
ィ
ア
ツ
ー
ル
の
普
及
に

よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
企
業

な
ど
で
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
展
開
を

図
る
た
め
の
不
可
欠
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
。

日
司
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
制

度
広
報
の
イ
ン
フ
ラ

制
度
広
報
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
日
司
連
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
つ
い
て

～
市
民
の
目
線
に
合
致
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
目
指
し
て
～

日
司
連
広
報
委
員
会
委
員
長

船
橋

幹
男
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こ
れ
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
の

急
速
な
変
化
に
伴
い
、
日
司
連
や
司

法
書
士
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
対
応

し
き
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
？

当
初
、
私
た
ち
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

は
組
織
内
部
情
報
伝
達
や
、
外
部
に

対
す
る
必
要
最
低
限
の
情
報
開
示

（
組
織
に
関
す
る
情
報
や
懲
戒
事
案

の
公
開
な
ど
）
を
目
的
と
し
て
ス
タ

ー
ト
し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
不
特

定
多
数
の
市
民
が
ア
ク
セ
ス
し
て
く

る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
サ
ー
チ
エ
ン

ジ
ン
も
な
く
、
司
法
書
士
会
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
人
は
、

会
員
以
外
に
は
何
か
特
別
な
目
的
を

持
っ
た
人
で
し
か
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
は
基
本
的
に
は
内
部
情
報
伝
達
ツ

ー
ル
の
一
つ
と
理
解
し
、
そ
の
た
め

に
必
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
整
備
さ
れ

て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
数
年
で
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
世
界
は
様
変
わ
り
し
、
市

民
の
多
く
が
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

様
々
な
情
報
を
入
手
し
て
い
る
。
今

や
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
や
団
体
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
を
除
外
し
て
の
Ｐ

Ｒ
（
�
狭
義
の
広
報
）
や
広
告
・
宣

伝
活
動
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
る
。

司
法
書
士
会
も
け
っ
し
て
例
外
で

は
な
く
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
制
度
広

報
に
と
っ
て
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ

ャ
ー
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
は
あ
く
ま
で
外
部
（
市
民
）
を
意

識
し
た
中
心
的
な
制
度
広
報
メ
デ
ィ

ア
と
い
う
位
置
づ
け
が
必
要
な
の
で

あ
る
。

市
民
目
線
に
合
致
す
る
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
目
指
し
て

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
日
司
連
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
た
と
き
、
果
た
し

て
市
民
目
線
に
対
応
し
て
い
る
の

か
？
市
民
が
必
要
と
し
て
い
る
情
報

が
わ
か
り
や
す
く
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
か
？
司
法
書
士
の
仕
事
や
社
会
的

役
割
を
的
確
に
広
報
し
て
い
る
の

か
？
な
ど
の
疑
問
が
山
積
し
た
の
で

あ
る
。

広
報
部
門
で
は
平
成
一
八
年
度
か

ら
日
司
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
見
直
し

に
着
手
し
、
一
部
は
改
良
し
て
き
た

の
で
あ
る
が
、
前
記
の
視
点
か
ら
は

小
手
先
の
改
良
で
は
な
く
、
全
面
的

な
再
構
築
を
し
な
い
と
抜
本
的
な
問

題
は
解
消
し
な
い
と
い
う
結
論
に
達

し
、
平
成
一
九
年
度
当
初
か
ら
、
市

民
目
線
に
合
致
す
る
日
司
連
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
構
築
の
作
業
を
開
始
し
た
も

の
で
あ
る
。

市
民
に
役
立
つ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
構
築
の
た
め
の
ア
イ
デ
ア

再
構
築
に
際
し
最
初
に
着
手
し
た

こ
と
は
、
従
来
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

詳
細
な
分
析
と
検
討
で
あ
る
。

例
え
ば
�
ア
ク
セ
ス
ロ
グ
解
析
�

は
、
現
行
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ど
の
ペ

ー
ジ
が
よ
く
見
ら
れ
て
い
る
か
、
一

人
当
た
り
の
サ
イ
ト
に
い
た
時
間

（
平
均
滞
在
時
間
）、
主
な
検
索
キ

ー
ワ
ー
ド
、
ど
の
ペ
ー
ジ
に
最
初
に

ア
ク
セ
ス
さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど

を
調
査
・
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ユ
ー
ザ
ー
を
う
ま
く
誘
導
で
き
て
い

る
か
、
Ｓ
Ｅ
Ｏ（
注
）対
策
が
で
き
て

い
る
か
、
世
の
中
の
ニ
ー
ズ
は
何
か
、

な
ど
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
Ｓ
Ｅ
Ｏ
対
策
で
は
、
代
表
的

な
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
で
あ
る
ヤ
フ
ー

と
グ
ー
グ
ル
の
特
性
を
踏
ま
え
、
キ

ー
ワ
ー
ド
数
の
増
大
、
ペ
ー
ジ
間
の

テ
キ
ス
ト
リ
ン
ク
で
の
接
続
な
ど
の

対
策
を
今
回
施
し
た
。

次
に
、
あ
く
ま
で
市
民
目
線
に
合

致
し
た
日
司
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
構

築
す
る
と
い
う
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
か

ら
、
司
法
書
士
を
は
じ
め
か
ら
前
面

に
出
す
の
で
は
な
く
、
生
活
法
務
情

報
需
要
度
が
高
い
市
民
が
求
め
る
も

の
を
想
定
し
た
構
成
を
優
先
し
た
。

す
な
わ
ち
、①
今
知
り
た
い
こ
と（
困

っ
て
い
る
こ
と
）
を
ま
ず
例
示
し
、

②
専
門
用
語
を
極
力
排
除
し
た
平
易

な
言
葉
で
説
明
や
解
決
へ
の
解
説
を
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行
い
、
③
そ
の
た
め
に
司
法
書
士
は

�
何
が
で
き
る
の
か
�
を
具
体
的
に

示
す
、
と
い
う
構
成
を
採
用
し
た
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
を
よ
り
わ
か
り
や
す

く
す
る
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
の
工
夫
、

フ
ラ
ッ
シ
ュ
、
動
画
等
の
導
入
な
ど
、

企
業
や
団
体
の
優
れ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
も
参
考
に
し
て
練
り
上
げ
た
。
も

っ
と
も
日
司
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
未

だ
製
作
途
上
に
あ
り
、
平
成
一
九
年

度
は
最
低
限
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
揃
え

て
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、

市
民
の
様
々
な
相
談
に
対
応
す
る
コ

ン
テ
ン
ツ
な
ど
も
不
十
分
で
あ
り
、

様
々
な
不
備
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
年
度
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
拡
充
は
広

報
の
重
点
事
業
と
位
置
づ
け
、
コ
ン

テ
ン
ツ
の
充
実
を
図
り
、
配
役
等
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
様
々
な
も
の
に

変
化
さ
せ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
サ
ー
バ
に
つ
い
て
も
根
本

的
に
見
直
し
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
が

強
固
な
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
に
移
し
変

え
、
万
全
の
シ
ス
テ
ム
監
視
・
設
定

管
理
体
制
を
構
築
し
た
。

ア
ク
セ
ス
者
の
需
要
に
応
じ

た
ペ
ー
ジ
構
築

そ
の
ほ
か
に
は
、
日
司
連
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
カ
ラ
ー
を
統
一
し
て
全
体

的
な
一
体
感
を
演
出
し
た
。
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
は
定
期
的
に
ペ
ー
ジ
を
更
新

す
る
こ
と
が
多
い
が
、
定
期
更
新
で

は
間
に
あ
わ
な
い
情
報
を
掲
示
し
た

い
場
合
に
備
え
、
Ｃ
Ｍ
Ｓ
（
コ
ン
テ

ン
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）
を

一
部
導
入
し
た
。
こ
れ
は
専
門
的
な

Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
の
知
識
が
な
く
て
も
、
入

力
ホ
ー
ム
に
テ
キ
ス
ト
を
入
力
す
る

等
の
作
業
で
ペ
ー
ジ
が
更
新
で
き
る

も
の
で
、
お
知
ら
せ
や
緊
急
会
長
声

明
な
ど
は
、
日
司
連
事
務
局
で
臨
機

応
変
に
随
時
更
新
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

日
司
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
一
般

市
民
の
ほ
か
、
プ
レ
ス
関
係
者
や
学

者
な
ど
の
専
門
家
が
何
ら
か
の
調
査

を
目
的
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
。
し
た
が
っ
て
、
プ
レ
ス
関
係

者
向
け
に
は
、�
会
長
声
明
��
総
会

決
議
��
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス
�
な

ど
日
司
連
と
し
て
の
公
式
見
解
を
掲

示
す
る
ペ
ー
ジ
を
充
実
し
、
司
法
書

士
の
取
り
組
み
と
し
て
�
社
会
貢
献

事
業
��
学
術
研
究
�
の
ペ
ー
ジ
な

ど
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
し
た
。

一
方
、
会
員
向
け
情
報
は
日
司
連

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に

バ
ナ
ー
を
設
け
て
お
り
、
従
来
と
同

様
な
内
容
で
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
情
報
開
示
の
一
環
で
も
あ
る
の

で
会
員
に
限
定
し
て
い
る
も
の
で
は

な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
司
連

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
あ
く
ま
で
制
度
広

報
イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
、
市
民
に
役
立

つ
た
め
の
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

さ
ら
に
わ
か
り
や
す
い
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
目
指
し
て

日
司
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
司
法

書
士
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
は
若
干

性
格
が
異
な
る
部
分
は
あ
ろ
う
が
、

司
法
書
士
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
広

報
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
位
置
づ
け
は

同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民

に
わ
か
り
や
す
く
情
報
が
提
供
で
き

て
い
る
か
？
と
い
う
視
点
か
ら
、
司

法
書
士
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
可
能

な
限
り
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
る
。

会
員
各
位
に
は
是
非
と
も
日
司
連

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
、

市
民
目
線
で
何
が
不
足
し
て
い
る

か
？
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す

べ
き
か
？
な
ど
、
ご
意
見
を
い
た
だ

き
た
い
。
更
な
る
改
良
点
や
コ
ン
テ

ン
ツ
の
拡
充
な
ど
、
今
後
も
よ
り
わ

か
り
や
す
い
市
民
の
た
め
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
と
す
る
た
め
進
化
し
て
い
く

予
定
で
あ
る
。

（
注
）S

earch
E
n
gin
e
O
p
ti-

m
izatio

n

�
あ
る
特
定
の
キ
ー
ワ

ー
ド
で
の
検
索
結
果
表
示
の
際
に
、

上
位
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
改
善
す
る
手
法
の
こ
と
。
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１つの悩み事カテゴリーの中で、よくある５つの
ケースを紹介しています

ある相談ケースについて、司法書士がお答えして
います

＜土地や建物を贈与したい＞

＜日常生活のトラブル＞

会長声明や意見書など、司法書士団体としての意
見を社会へ発信するページを充実させました

＜会長声明＞

�不動産登記�や�成年後見�などの専門用語を
避け、日常用語で表現しました

＜成年後見について＞

【新しい日司連のホームページより】
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現在、日司連（裁判事務推進対策部）において、実際に会員各位が携わった事件例

を全国の会員同士で共有し、執務に役立てるようにするために、司法書士が取扱った

事件を収集し、会員へ提供することを企画しておりますので、以下の募集案内に則っ

て、事件例をお送りいただきますようお願い申し上げます。

司法書士判例データベースとして公開を実現するためには、より多くの事件例が必

要であり、会員各位におかれましては、是非とも事件例をお送りいただきますよう重

ねてお願い申し上げます。

～～～～～～～～ 募 集 案 内 ～～～～～～～～

１．募集資格 司法書士に限る。

２．募集要項 判決・和解・決定（簡裁に限りません）

可能であれば、事件例に対し、次頁の様式をご活用いただき、簡

単な要旨・コメント等を添付いただきますようお願いいたします。

３．募集判例 送付会員本人の関わられた事件例に限定いたします。また、お送

りいただいた事件例は返却いたしません。また、最近の事件に限

らず、現在でも参考となる内容であれば過去の事件も可とします。

個人名については、日司連において処理を行いますので、そのま

までお送りいただきますようお願いいたします。

４．送付方法 事件例を郵送もしくはＦａｘしていただくか、ＰＤＦ化して電子

メール（jimukyoku@nisshiren.jp）でご送信ください。

５．送付先 〒１６０－０００３ 東京都新宿区本塩町９�３
日本司法書士会連合会 企画調査課

６．問合せ先 日本司法書士会連合会 事務局 企画調査課

ＴＥＬ０３－３３５９－４１７１㈹

７．その他 お送りいただいた事件例は上記のとおり、�司法書士取扱事件の
判例データベース�への利用の他、裁判事務推進対策部での検討
資料とさせていただきますが、その他の目的には使用せず、その

取り扱いについては厳重に注意いたします。

■information

司法書士会員 各位

裁 判 事 務

取扱事件例の募集
日司連では、

司法書士取扱事件例の募集を行っています
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■information

日本司法書士会連合会企画調査課行 Fax：０３－３３５９－４１７５ jimukyoku@nisshiren.jp （別紙様式）

会員番号（ � ）名前：

裁判所 支部

平成 年 （ ） 号

年 日

認容 ・ 一部認容 ・ 棄却 ・ 取消 ・ 却下

確定 ・ 控訴 ・ 上告 ・ その他（ ）

該当するものをマルで囲んでください。

裁判所名

事件名

事件番号

判決日（和解日）

当事者名

担当者名
（差支えがない場合）

事件の要旨

コメント
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１１

新新
人人
・・
特特
別別
研研
修修

平
成
二
〇
年
度
の
新
人
研
修
事
業

（
通
算
二
一
回
）
は
、
概
ね
平
成
一

九
年
度
の
新
人
研
修
を
踏
襲
す
る
が
、

新
人
研
修
義
務
化
の
た
め
の
法
改
正

を
目
標
に
し
、
従
来
か
ら
の
裁
判
事

務
を
中
心
と
し
た
科
目
か
ら
倫
理
や

登
記
法
を
中
心
と
し
た
科
目
へ
変
更

す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
一
九
年
度
よ
り
、
特

別
研
修
部
か
ら
委
託
を
う
け
て
の
特

別
研
修
実
施
の
た
め
、
新
人
研
修
部

に
特
別
チ
ー
ム
を
編
成
し
て
そ
の
任

に
当
た
っ
て
い
る
が
、
チ
ュ
ー
タ
ー

を
特
別
研
修
講
師
と
し
て
育
成
す
る

こ
と
が
急
務
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の

研
修
会
の
開
催
を
検
討
す
る
。

司
法
書
士
試
験
合
格
者
は
、
こ
こ

数
年
増
加
傾
向
に
あ
り
（
平
成
一
九

年
度
合
格
者
九
一
九
名
）、
こ
れ
に

伴
い
予
算
も
増
大
傾
向
に
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
後
継
者
の
育
成
を
図

る
新
人
研
修
は
、
研
修
の
中
で
も
最

も
重
要
な
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
て

お
り
、
中
央
・
ブ
ロ
ッ
ク
・
司
法
書

士
会（
配
属
）研
修
、
及
び
特
別
研
修

を
含
め
て
�
新
人
四
ヵ
月
研
修
�
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
実
施
す
る
。

中
央
新
人
研
修
会

東
会
場

平
成
二
一
年
一
月
二
〇
日
（
火
）
〜

一
月
二
六
日
（
月
）
＊
一
週
間

西
会
場

平
成
二
一
年
一
月
一
七
日
（
土
）
〜

一
月
二
三
日
（
金
）
＊
一
週
間

講
義
内
容
は
、
科
目
の
入
れ
替
え

や
講
師
の
交
代
を
検
討
す
る
。

特
別
研
修
の
運
営

研
修
所
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き

第
八
回
特
別
研
修
会
（
平
成
二
一
年

二
月
開
催
予
定
）
の
運
営
に
あ
た
る

予
定
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
昨
年
度

は
新
人
研
修
部
に
所
員
を
八
名
増
員

し
、
そ
の
八
名
は
特
別
研
修
の
運
営

に
あ
た
っ
た
。
本
年
度
は
運
営
に
と

ど
ま
ら
ず
、
教
材
・
副
教
材
を
策
定

す
る
た
め
の
組
織
設
置
を
検
討
す
る
。

２２

会会
員員
研研
修修

研
修
所
が
実
施
す
べ
き
会
員
研
修

は
、
倫
理
研
修
、
制
度
研
修
、
業
務

研
修
の
三
種
の
研
修
及
び
臨
時
研
修

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

倫
理
研
修

倫
理
研
修
は
、
多
様
化
す
る
業
務

を
通
じ
て
そ
の
社
会
的
使
命
を
果
た

す
た
め
の
職
業
倫
理
の
保
持
を
目
的

と
し
、
全
て
の
会
員
が
登
録
三
年
次

か
ら
五
年
ご
と
に
、
必
修
と
し
て
受

講
す
べ
き
年
次
研
修
会
を
実
施
す
る
。

さ
ら
に
、
一
年
次
の
研
修
の
具
体
化

を
新
た
に
検
討
す
る
。

制
度
研
修
（
中
央
研
修
会
）

制
度
研
修
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
法
制
度
の
構
築
、
維
持
、
発
展
に

資
す
る
た
め
、
制
度
の
有
り
様
や
問

題
点
、
さ
ら
に
は
将
来
展
望
に
つ
い

て
最
先
端
の
情
報
を
提
供
し
、
議
論

を
通
じ
て
会
員
間
の
認
識
の
共
有
と

意
識
の
高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
中
央
研
修
会
を
実
施
す
る
。

平成２０年度研修事業具体化と日程

中央研修所所長

井上 利博
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業
務
研
修
会

業
務
研
修
会
は
、
業
務
が
多
様
化

す
る
中
、
多
様
な
テ
ー
マ
を
選
定
し
、

多
地
域
・
多
日
程
に
よ
り
専
門
業
務

研
修
会
・
地
域
開
催
一
般
業
務
研
修

会
・
消
費
者
問
題
対
応
実
務
セ
ミ
ナ

ー
・
裁
判
実
務
セ
ミ
ナ
ー
・
専
門
分

野
修
得
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
修
と
し
て
今

年
度
も
開
催
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
研

修
会
の
地
方
、
地
域
開
催
を
定
着
さ

せ
、
将
来
的
に
は
研
修
会
の
各
ブ
ロ

ッ
ク
運
営
を
も
実
現
し
た
い
。

臨
時
研
修
会

簡
裁
代
理
権
取
得
の
た
め
の
一
〇

〇
時
間
の
特
別
研
修
修
了
者
で
あ
っ

て
、
ま
だ
考
査
に
通
っ
て
い
な
い
会

員
の
た
め
に
、
臨
時
の
研
修
会
を
開

催
す
る
。

研研
修修
事事
業業
のの
日日
程程
（（
予予
定定
））

にに
つつ
いい
てて

平
成
二
〇
年
度
研
修
事
業
の
予
定

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

※
場
所
・
定
員
は
す
べ
て
予
定

◆
特
別
研
修
考
査
向
け
会
員
研
修

〔
日
程
〕
五
月
二
二
日
（
木
）
〜
二

五
日
（
日
）

〔
場
所
〕
日
司
連
ホ
ー
ル

〔
定
員
〕
一
二
〇
名

◆
年
次
制
研
修
（
集
合
研
修
）

〔
テ
ー
マ
〕
職
業
倫
理

〔
日
程
〕
七
月
一
九
日
（
土
）

〔
場
所
〕
日
司
連
ホ
ー
ル

〔
定
員
〕
一
二
〇
名

◆
専
門
業
務
研
修
会

【
企
業
法
務
分
野
】

〔
テ
ー
マ
〕�
事
業
承
継
�（
仮
題
）

〔
日
程
〕
九
月
二
〇
日
（
土
）
・
二

一
日
（
日
）
＊
二
日
日
程

〔
場
所
〕
仙
台
江
陽
ホ
テ
ル

〔
定
員
〕
一
五
〇
名

【
財
産
管
理
業
務
分
野
】

〔
テ
ー
マ
〕

�
相
続
財
産
管
理
人
に
関
す
る
一
連

の
手
続
き
に
つ
い
て
�（
仮
題
）

〔
日
程
〕
九
月
二
〇
日
（
土
）
・
二

一
日
（
日
）
＊
二
日
日
程

〔
場
所
〕
仙
台
江
陽
ホ
テ
ル

〔
定
員
〕
一
五
〇
名

【
不
動
産
分
野
】

〔
テ
ー
マ
〕
未
定

〔
日
程
〕
一
〇
月
一
一
日
（
土
）

〔
場
所
〕
電
気
ビ
ル
（
福
岡
市
）

〔
定
員
〕
二
四
〇
名

【
家
族
法
分
野
】

〔
テ
ー
マ
〕�
離
婚
�（
仮
題
）

〔
日
程
〕
一
〇
月
一
二
日
（
日
）

〔
場
所
〕
電
気
ビ
ル
（
福
岡
市
）

〔
定
員
〕
二
四
〇
名

◆
消
費
者
問
題
対
応
実
務
セ
ミ
ナ
ー

〔
日
程
〕
一
一
月
一
日
（
土
）
・
二

日
（
日
）
＊
二
日
日
程

〔
場
所
〕
ワ
ー
ク
ピ
ア
横
浜

〔
定
員
〕
三
六
〇
名

◆
裁
判
実
務
セ
ミ
ナ
ー

〔
テ
ー
マ
〕�
賃
貸
借
関
係
紛
争
に

つ
い
て
�（
仮
題
）

〔
日
程
〕
一
一
月
一
五
日
（
土
）
・

一
六
日
（
日
）
＊
二
日
日
程

〔
場
所
〕
未
定
（
関
西
地
区
）

〔
定
員
〕
二
〇
〇
名

◆
第
二
三
回
中
央
研
修
会

〔
テ
ー
マ
〕
未
定

〔
日
程
〕
一
二
月
六
日
（
土
）

〔
場
所
〕
日
司
連
ホ
ー
ル

〔
定
員
〕
一
五
〇
名

◆
専
門
分
野
修
得
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
修

〔
テ
ー
マ
〕
労
働
事
件

〔
日
程
〕
平
成
二
一
年
一
月

〔
場
所
〕
神
奈
川

〔
定
員
〕
二
〇
〇
名

◆
中
央
新
人
研
修
（
東
会
場
）

〔
日
程
〕
右
頁
参
照

〔
場
所
〕
つ
く
ば
国
際
会
議
場

〔
定
員
〕
五
〇
〇
名

◆
中
央
新
人
研
修
（
西
会
場
）

〔
日
程
〕
右
頁
参
照

〔
場
所
〕
未
定
（
関
西
地
区
）

〔
定
員
〕
五
〇
〇
名

◆
地
域
開
催
一
般
業
務
研
修
会

〔
テ
ー
マ
・
日
程
〕
未
定

〔
場
所
〕
各
ブ
ロ
ッ
ク
・
司
法
書
士

会
の
設
定
会
場

�ビバ！エストゥード�とは、ポルトガル語で�勉強万歳！�の意味です。
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ドイツにおける成年後見制度

社団法人 成年後見センター・リーガルサポート

理事長 芳賀 裕

さる２月３日（日）から１１日（月）の９日間、新井誠日本成年後見法学会理事長を団長とす
るドイツ成年後見制度視察団に参加しドイツ連邦共和国を訪問した。
日本では人口１億２千万人に対し成年後見利用者が約１２万人であるのに対し、ドイツでは人

口８，２００万人に対し世話人利用者が約１２０万人と１０倍となっている要因は何か、どのようなシス
テムと努力がそこにあるのか等の関心を持って各所を訪問しそれぞれの関係者の活動実態を見
て、日本の成年後見制度の普及発展に役立つヒントを得たいとの思いを持っての視察であった。
視察先は、訪問順に①ドイツ連邦司法省 ②ドイツ連邦家族省 ③世話人協会 ④公証人事

務所 ⑤民間老人ホーム ⑥区裁判所 ⑦民間訪問介護センター（以上ベルリン市内） ⑧社
会福祉局（世話官庁） ⑨ＳＢＨ（社会福祉サービスセンター） ⑩ミュンヘン市オンブズマン
⑪民間介護専門学校 ⑫世話人協会 ⑬マックスプランク研究所（以上ミュンヘン市内）。

１．�成年者世話法�の基本原則
ドイツの�成年者世話法�は、旧来の行為能力剥奪・制限の宣告、成年者を対象とする後

見および障害保護の各制度を全面的に廃止し、ノーマライゼーションと自己決定権の尊重を
基本理念として�必要性の原則��補充制の原則�のもとに運用されている。
そのため、�世話人（日本の法定後見人に相当する）�は、任意代理人がある場合あるいは

�その他の援助（公的・私的）�によって世話人による場合と同様に適切に処理できる場合
を除いて選任されることになる。また、被世話人には婚姻能力・遺言能力・選挙権が認めら
れる等本人の自己決定を尊重する精神が貫かれている。
最初に訪問した連邦司法省の家族親族法担当のトーマス・マイヤー参事官（裁判官）は、

利用者が増加している要因として、
①長生きする人が増加し、認知症高齢者が増加した（現在１２０万人）
②法令遵守の国民性
③医療契約の説明をする際に世話制度の説明も含まれるようになった
④高齢者に関する官庁窓口の人員削減により、事務効率化を図る必要から、法的事務の代理
をしてもらえる世話人の利用を勧める傾向が強まった
等を挙げた。

２．�世話人報酬�は各州司法省の公費負担
しかし、利用者が多い大きな理由の一つとして、�世話人報酬�が１６の各州司法省予算か

ら支払われることが挙げられる。
�職業後見人�は、週最高４０時間までで常に１０人以上の世話をするとされており（各被世

話人に要する時間は区裁判所で決定される）、１時間当たり報酬は３段階になっており、①
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一般の者は、１９．５� ②専門教育を受けた者は、２５� ③大学教育を受けた者は、３３．５�（日
本円で約５，３００円）の定額を受け取る。ただし支払可能な被世話人（全体の１５％）について
は、本人の財産から支出される。
�名誉職世話人�は無報酬だが、年３２３�を経費として受け取る。

３．�区裁判所（後見裁判所）�
�区裁判所�は、全国に４５０ヵ所あり、世話事件と訴額５０００�までの民事事件を扱う。訪

問したベルリン区裁判所（ベルリン市人口３５０万人に１０ヵ所ある内の１つ）では、２００７年の
申立件数が約１，０００件（内１００件却下）。年１回報告書が提出される継続事件数は約４，０００件。
選任後７年経過するまで必ず�世話人が今後も必要か否か�見直すことが法定されており、
その結果、１年目で１０％が、７年目までで３０～４０％の世話が終了するとのことである。
なお、申立から決定までの期間は、２日から２ヵ月とスピーディーだ。

４．�市社会福祉局（世話官庁）�と�世話人協会�
市の出先機関として人口１０万人に１ヵ所ＳＢＨ（社会福祉サービスセンター）があり、新

生児・子供・青少年・高齢者・住居・移民の問題を担当する。
市は、州の認可で設立された�世話人協会�へ年１０万�の補助をし、年間１０人以上の名誉

職世話人の確保と研修を委託する（市と世話人協会との関係は対等）。
年２回、裁判所・ＳＢＨ・世話人協会・職業世話人・医師等による�世話人会議�で様々

な課題が協議される。
５．法施行時点では、�原則は名誉職世話人、例外的に職業世話人。�

マックスプランク研究所で世話法の研究をされているベルント・シュルテ氏によれば、�世
話人�は、その約７０％弱が家族・親族を含めた名誉職世話人、約３０％が職業世話人（多くは
社会福祉士、弁護士は職業世話人の２６％、その他医師や神学を学んだ人等）であり、国民の
名誉職意識が年々薄れつつあり、世話の質が高い職業世話人の需要が増加する傾向にあると
のことである。
世話人は、年１回裁判所へ�世話の遂行状況報告�をし、区裁判所の監督を受ける（世話

人協会は、世話人から報告を受ける等の法律事務は行わない）。万が一世話事務に苦情があ
れば、関係者は区裁判所へ問い合わせることになる。

６．�成年者世話法�のさらなる改正に向けて
世話法は、�各州司法省��世話官庁��世話人協会�の三本柱で成り立っているといわれ

るが、報酬の公費負担等、行政のかかわり方が我が国と大きく異なる。
１９９２年１月に施行された�成年者世話法�
は、１９９８年６月に第一次改正、さらに２００５年
７月に第二次改正が行われ、現在その改正後
の全国実態調査が連邦司法省によって行われ
ており、さらに第三次改正も視野に入ってい
る。
よりよい制度づくりに向けて現行制度を自

ら見直すシステムには大いに学ぶべきものが
あると強く感じた。

ミュンヘン市世話人協会にて
（右奥の男性が名誉職世話人、女性が職業世話人）
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定
価
四
四
一
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
四
一
〇
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
三
五
七
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
三
三
〇
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

〔
申
込
方
法
〕

�
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、�
月

報
司
法
書
士
読
者
�
と
明
記
の
う
え

送
付
先
住
所
・
氏
名
（
所
属
会
）・

電
話
番
号
を
記
入
し
、
直
接
、
出
版

社
あ
て
必
ず
郵
送
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�
出
版
社
よ
り
直
接
、送
本
の
の
ち
、

振
替
用
紙
等
で
代
金
を
支
払
っ
て
く

だ
さ
い
。

�
定
価
及
び
頒
布
価
格
に
つ
き
ま
し

て
は
、
出
版
社
に
よ
り
表
示
形
態
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

�
書
籍
の
内
容
、
発
送
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
、
出
版
社
へ

お
願
い
し
ま
す
。

�
締
切＝

平
成
２０
年
５
月
１５
日（
木
）

締
切
日
以
降
の
お
申
し
込
み
に
つ

い
て
は
、
割
引
価
格
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

�１
�
破
産
法
の
理
論
・
実
務

と
書
式
〈
消
費
者
破
産
編
〉〔
第
二

版
〕	個

人
再
生
実
務
研
究
会
編
／
Ａ
５
判

・
四
三
四
頁
／
平
成
一
九
年
一
一
月

一
一
日
発
行
／
㈱
民
事
法
研
究
会
刊

同
時
廃
止
型
・
管
財
型
そ
れ
ぞ
れ

の
個
人
破
産
手
続
に
つ
い
て
、
相
談

・
受
任
か
ら
申
立
て
、
免
責
、
復
権

ま
で
、
最
新
の
法
令
・
判
例
・
実
務

・
運
用
に
基
づ
く
手
続
と
ノ
ウ
ハ
ウ

を
詳
説
！

具
体
的
か
つ
平
易
に
手

続
の
流
れ
・
実
務
を
解
説
し
た
、
即

活
用
で
き
る
実
践
的
手
引
書
！

◆
�１
の
申
込
先

㈱
民
事
法
研
究
会

朝
倉

〒
一
五
一
�
〇
〇
七
三

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
�
一
八
�
三

エ
ル
カ
ク
エ
イ
笹
塚
ビ
ル
六
階

�
〇
三
�
五
三
五
一
�
一
五
七
一

�
〇
三
�
五
三
五
一
�
一
五
七
二

�２
�
Ｑ
＆
Ａ

誰
も
書
か
な
か
っ
た
！

事
業
用
借
地
権
の
す
べ
て

〔
全
訂
増
補
版
〕	

都
市
問
題
実
務
研
究
会
編
／
Ａ
５
判

・
四
一
三
頁
／
平
成
一
九
年
一
二
月

一
〇
日
発
行
／
㈱
民
事
法
研
究
会
刊

最
新
の
問
題
に
つ
い
て
も
設
問
を

追
加
し
て
詳
解
し
、
賃
料
の
決
め
方
、

担
保
設
定
の
方
法
、
所
得
税
・
相
続

税
等
の
税
務
処
理
上
の
扱
い
、
利
回

り
の
計
算
方
法
な
ど
、
事
業
用
借
地

権
を
活
用
す
る
際
に
気
に
な
る
あ
れ

こ
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
と
グ
ラ
フ
等
を
使
い
わ
か
り

や
す
く
解
説
！

◆
�２
の
申
込
先

㈱
民
事
法
研
究
会

朝
倉

〒
一
五
一
�
〇
〇
七
三

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
�
一
八
�
三

エ
ル
カ
ク
エ
イ
笹
塚
ビ
ル
六
階

�
〇
三
�
五
三
五
一
�
一
五
七
一

�
〇
三
�
五
三
五
一
�
一
五
七
二
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定
価
五
〇
四
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
四
五
三
六
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
七
八
七
五
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
七
〇
八
七
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
三
一
五
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
二
八
三
五
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
五
二
五
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
四
七
二
五
円

（
税
・
送
料
込
）

�３
�〔
補
訂
版
〕
近
隣
訴
訟
の
実

務
�小

磯
武
男
編
著
／
Ａ
５
判
・
四
六
九

頁
・
ケ
ー
ス
付
／
平
成
二
〇
年
一
月

一
〇
日
発
行
／
新
日
本
法
規
出
版
㈱

刊本
書
は
、
境
界
紛
争
・
日
照
妨
害

・
騒
音
問
題
等
、
近
隣
者
間
の
さ
ま

ざ
ま
な
紛
争
に
つ
い
て
、
実
務
的
な

観
点
か
ら
整
理
、
検
討
を
加
え
た
実

務
書
で
す
。
平
成
一
四
年
二
月
の
初

版
発
行
以
降
に
公
表
さ
れ
た
判
例
・

文
献
の
追
加
や
筆
界
特
定
制
度
が
創

設
さ
れ
た
�
不
動
産
登
記
法
�
の
改

正
を
は
じ
め
、
重
要
な
法
改
正
を
織

り
込
ん
だ
最
新
版
で
す
。

◆
�３
の
申
込
先

新
日
本
法
規
出
版
㈱

営
業
渉
外
局

大
澤

〒
一
六
二
�
〇
八
四
二

東
京
都

新
宿
区
市
谷
砂
土
原
町
二
�
四

�
〇
三
�
三
二
六
七
�
二
八
九
八

�
〇
三
�
三
二
三
五
�
一
六
五
一

�４
�
貸
金
訴
訟
の
実
務
〔
五
訂

版
〕�小

川
英
明
編
／
Ａ
５
判
・
一
〇
四
〇

頁
・
ケ
ー
ス
付
／
平
成
二
〇
年
一
月

一
六
日
発
行
／
新
日
本
法
規
出
版
㈱

刊本
書
は
、
金
銭
貸
借
を
め
ぐ
る
訴

訟
を
類
型
ご
と
に
分
類
整
理
し
、
実

務
的
な
観
点
か
ら
検
討
・
詳
細
解
説

し
た
実
務
書
で
す
。
改
訂
に
あ
た
っ

て
平
成
一
六
年
発
行
の
〔
四
訂
版
〕

以
降
の
貸
金
業
の
適
正
化
、
過
剰
貸

付
の
抑
制
、
金
利
体
系
の
適
正
化
な

ど
を
柱
と
し
た
貸
金
業
法
の
改
正
や

最
新
の
判
例
を
織
り
込
ん
だ
最
新
版

で
す
。

◆
�４
の
申
込
先

新
日
本
法
規
出
版
㈱

営
業
渉
外
局

大
澤

〒
一
六
二
�
〇
八
四
二

東
京
都

新
宿
区
市
谷
砂
土
原
町
二
�
四

�
〇
三
�
三
二
六
七
�
二
八
九
八

�
〇
三
�
三
二
三
五
�
一
六
五
一

�５
�
組
織
再
編
・
対
価
の
柔

軟
化
を
め
ぐ
る
会
計
と
税

務
�あ

ず
さ
監
査
法
人
・
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
編
著

／
Ａ
５
判
・
四
〇
九
頁
／
平
成
二
〇

年
一
月
三
一
日
発
行
／
㈱
清
文
社
刊

合
併
、
分
割
、
株
式
交
換
・
移
転

等
、
急
増
が
予
想
さ
れ
る
対
価
の
柔

軟
化
を
活
用
し
た
組
織
再
編
の
会
計

処
理
、
税
務
に
つ
い
て
、
多
様
な
事

例
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
徹
底
詳
解
し

て
い
ま
す
。
最
新
の
法
令
・
基
準
等

を
体
系
的
に
整
理
し
、
複
雑
な
基
準

等
の
適
用
関
係
が
理
解
で
き
る
よ
う

工
夫
、
編
集
し
て
い
ま
す
。

◆
�５
の
申
込
先

㈱
清
文
社

営
業
部

加
藤

〒
一
〇
一
�
〇
〇
四
八

東
京
都
千
代
田
区
神
田
司
町

二
�
八
�
四
（
吹
田
屋
ビ
ル
）

�
〇
三
�
五
二
八
九
�
九
九
三
一

�
〇
三
�
五
二
八
九
�
九
九
一
七

�６
�
株
式
会
社
の
機
関
（
商
業

登
記
全
書
・
第
五
巻
）�

神
�
満
治
郎
編
集
代
表
・
鈴
木
龍
介

編
／
Ａ
５
判
・
四
八
〇
頁
／
平
成
二

〇
年
二
月
一
九
日
発
行
／
㈱
中
央
経

済
社
刊

会
社
法
施
行
で
規
模
や
実
情
に
応

じ
た
多
様
な
会
社
の
あ
り
方
が
可
能

と
な
り
、
機
関
・
役
員
等
の
設
計
、

変
更
は
司
法
書
士
の
必
修
テ
ー
マ
と

な
り
ま
し
た
。
本
書
は
、
株
主
総
会
、

取
締
役
、
監
査
役
等
各
機
関
に
つ
い

て
、
そ
の
権
限
、
要
件
や
選
退
任
の

諸
手
続
に
つ
い
て
商
業
登
記
を
軸
に

詳
解
。
税
務
、
社
会
保
険
、
許
認
可

等
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

◆
�６
の
申
込
先

㈱
中
央
経
済
社

営
業
部

鎌
田

〒
一
〇
一
�
〇
〇
五
一

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町

一
�
三
一
�
二

�
〇
三
�
三
二
九
三
�
三
三
八
一

�
〇
三
�
三
二
九
一
�
四
四
三
七
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■
連
合
会
日
誌
（
３
月
）

３
（
月
）
家
事
・
簡
裁
Ｗ
Ｔ
、
平
成

１９
年
度
関
東
Ｂ
新
人
研
修
（
３
月

９
日
ま
で
）、
平
成
１９
年
度
中
部

Ｂ
新
人
研
修
（
３
月
９
日
ま
で
）

４
（
火
）
第
３
回
市
民
救
援
基
金
運

営
委
員
会

５
（
水
）
第
１３
回
常
任
理
事
会
、
第

４
回
本
人
訴
訟
支
援
Ｗ
Ｔ
、
第
１８

回
登
録
常
務
会
、
べ
ト
ナ
ム
「
不

動
産
登
記
法
起
草
支
援
」
に
関
す

る
打
合
せ

６
（
木
）
第
６
回
司
法
書
士
養
成
・

研
修
制
度
対
策
部
、
第
３
回
広
報

委
員
会

７
（
金
）
第
５
回
商
事
法
務
Ｗ
Ｔ
、

総
研
第
１２
回
知
財
関
係
研
究
部
会
、

第
７
回
研
修
部
門
・
正
副
所
長
合

同
会
議

９
（
日
）
不
動
産
取
引
保
証
検
討
Ｐ

Ｔ
１０
（
月
）
日
司
連
市
民
公
開
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
関
す
る
打
合
せ
、
平
成

１９
年
度
東
北
Ｂ
新
人
研
修
（
３
月

１６
日
ま
で
）

１０
（
火
）
〜
１２
（
水
）
第
４
回
日
韓

学
術
交
流
研
究
会

１１
（
火
）
第
７
回
月
報
発
行
委
員
会

１１
（
火
）
〜
１２
（
水
）
第
３
回
中
間

監
査

１２
（
水
）
第
５
回
法
教
育
推
進
委
員

会
、
第
４
回
後
見
制
度
等
推
進
委

員
会

１３
（
木
）
司
法
支
援
部
門
関
連
委
員

会
合
同
会
議
、
第
６
回
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー
事
業
推
進
委
員
会
、
第

５
回
法
テ
ラ
ス
対
応
委
員
会
、
研

修
所
第
８
回
研
修
制
度
研
究
部
会
、

第
７
回
名
称
変
更
Ｗ
Ｔ

１４
（
金
）
第
４
回
裁
判
事
務
研
究
委

員
会
、
第
５
回
司
法
書
士
倫
理
研

究
委
員
会
、
べ
ト
ナ
ム
「
不
動
産

登
記
法
起
草
支
援
」
に
関
す
る
打

合
せ
、
研
修
所
第
４
回
特
別
研
修

チ
ー
ム
会
議

１５
（
土
）
平
成
１９
年
度
九
州
Ｂ
新
人

研
修
（
３
月
２１
日
ま
で
）

１７
（
月
）
総
研
第
５
回
家
事
事
件
研

究
部
会
、
不
動
産
取
引
保
証
Ｐ
Ｔ

１８
（
火
）
第
５
回
会
費
制
度
改
革
Ｗ

Ｔ
、
第
２
回
中
央
研
修
所
・
総
研

法
人
化
検
討
Ｗ
Ｔ
、
第
１
回
ブ
ロ

ッ
ク
新
人
研
修
実
行
委
員
長
会
議
、

第
９
回
不
動
産
登
記
法
改
正
対
策

部
、
第
１９
回
登
録
常
務
会

１９
（
水
）
第
５
回
不
動
産
取
引
対
策

部
、
第
６
回
地
域
司
法
拡
充
対
策

部
、
研
修
所
第
８
回
新
人
研
修
部

会
、
平
成
１９
年
度
中
国
・
四
国
Ｂ

新
人
研
修
（
３
月
２５
日
ま
で
）、

平
成
１９
年
度
全
国
総
務
担
当
者
会

議
、
第
６
回
業
務
対
策
部

２０
（
木
）
第
６
回
選
挙
制
度
改
革
Ｗ

Ｔ
２１
（
金
）
第
１４
回
市
民
公
開
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
／
第
２
回
司
法
書
士
人
権

フ
ォ
ー
ラ
ム
、
第
７
回
人
権
委
員

会
、
総
研
第
４
回
企
画
運
営
員
会

議
、
第
３
回
総
合
研
究
所
会
議

２２
（
土
）
第
３
回
事
業
計
画
・
予
算

案
策
定
常
務
打
合
せ
、
高
齢
者
虐

待
防
止
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

総
研
第
８
回
刑
事
・
少
年
事
件
研

究
部
会

２３
（
日
）
総
研
第
６
回
行
政
法
関
係

研
究
部
会

２４
（
月
）
第
７
回
改
革
推
進
Ｗ
Ｔ
、

日
司
連
認
証
局
認
証
鍵
破
棄
式

２５
（
火
）
第
１４
回
常
任
理
事
会
、
第

２
回
日
司
連
災
害
対
策
室

２５
（
火
）
〜
２６
（
水
）
第
１０
回
理
事

会
２６
（
水
）
第
２
回
司
法
書
士
会
館
管

理
運
営
委
員
会

２７
（
木
）
第
８
回
オ
ン
ラ
イ
ン
推
進

対
策
部
、
総
研
第
６
回
法
制
度
比

較
研
究
部
会

２８
（
金
）
べ
ト
ナ
ム
「
不
動
産
登
記

法
起
草
支
援
」
に
関
す
る
打
合
せ
、

第
３
回
危
機
管
理
体
制
構
築
小
委

員
会

journal

連
合
会
日
誌
・
執
行
部
の
動
きM

arch.2008
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２８
（
金
）
〜
２９
（
土
）
第
２
回
日
司

連
ネ
ッ
ト
運
営
委
員
会

■
執
行
部
の
動
き
（
３
月
）

１
（
土
）
ブ
ロ
ッ
ク
別
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー
担
当
者
会
議
〔
四
国
ブ
ロ

ッ
ク
〕、
消
費
者
の
た
め
の
割
賦

販
売
法
改
正
実
現
全
国
会
議
出
席

〔
境
理
事
〕

４
（
火
）
日
本
成
年
後
見
法
学
会
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
傍
聴
〔
樋
口
理

事
他
〕

５
（
水
）
消
費
者
教
育
推
進
懇
談
会

出
席
〔
安
藤
理
事
他
〕、
研
修
に

関
す
る
最
高
裁
と
の
打
合
せ
〔
西

村
副
会
長
他
〕

６
（
木
）
本
人
確
認
業
務
に
関
す
る

国
土
交
通
省
と
全
国
宅
地
建
物
取

引
業
協
会
連
合
会
と
の
打
合
せ

〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕、
消
費
者

の
た
め
の
割
賦
販
売
法
改
正
実
現

全
国
会
議
院
内
集
会
出
席
〔
齋
木

副
会
長
他
〕

７
（
金
）
本
人
確
認
業
務
に
関
す
る

法
務
省
及
び
全
国
銀
行
協
会
と
の

打
合
せ
〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕、

ヤ
ミ
金
口
座
の
凍
結
に
関
す
る
全

国
銀
行
協
会
と
の
打
合
せ
〔
酒
井

専
務
理
事
他
〕、自
民
党
司
法
制
度

調
査
会
明
る
い
競
売
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
第
３
回
会
合
〔
山
口
副

会
長
他
〕、「
中
小
企
業
に
お
け
る

経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る

法
律
案
」へ
の
意
見
書
に
関
す
る

法
務
省
と
の
打
合
せ〔
境
理
事
他
〕

１０
（
月
）
日
本
消
費
者
新
聞
か
ら
の

取
材
対
応
〔
境
理
事
〕

１１
（
火
）
自
民
党
消
費
者
問
題
調
査

会
傍
聴
〔
境
理
事
〕

１２
（
水
）
不
動
産
登
記
の
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法

務
省
民
事
局
と
の
打
合
せ
〔
鯨
井

常
務
理
事
他
〕

１３
（
木
）
法
曹
人
口
問
題
等
に
関
す

る
河
井
法
務
副
大
臣
か
ら
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
対
応
〔
佐
藤
会
長
他
〕、

自
民
党
司
法
制
度
調
査
会
登
記
オ

ン
ラ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

第
７
回
会
合
出
席〔
佐
藤
会
長
他
〕

１７
（
月
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

本
部
民
事
法
律
扶
助
課
と
の
打
合

せ
〔
齋
木
副
会
長
他
〕、
第
２１
次

国
民
生
活
審
議
会
第
８
回
消
費
者

政
策
部
会
傍
聴
〔
境
理
事
〕

１８
（
火
）
国
民
生
活
審
議
会
第
７
回

総
合
企
画
部
会
傍
聴
〔
境
理
事
〕、

日
弁
連
副
会
長
新
任
挨
拶
対
応

〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕、
改
正
住

民
基
本
台
帳
法
に
関
す
る
総
務
省

と
の
打
合
せ
〔
三
河
尻
常
任
理
事

他
〕

１９
（
水
）
自
民
党
消
費
者
問
題
調
査

会
傍
聴
〔
境
理
事
〕、
犯
罪
収
益

移
転
防
止
法
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
応
〔
山
口

副
会
長
他
〕

２４
（
月
）
産
業
構
造
審
議
会
割
賦
販

売
分
科
会
・
消
費
経
済
部
第
２
回

合
同
会
合
傍
聴
〔
境
理
事
他
〕、

行
政
不
服
審
査
制
度
に
関
す
る
規

制
改
革
会
議
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

対
応
〔
佐
藤
会
長
他
〕、
日
本
司

法
支
援
セ
ン
タ
ー
Ｃ
Ｃ
に
関
す
る

日
弁
連
・
日
司
連
・
日
本
司
法
支

援
セ
ン
タ
ー
３
者
に
よ
る
打
合
せ

〔
里
村
常
任
理
事
他
〕、
第
２１
次

国
民
生
活
審
議
会
第
９
回
消
費
者

政
策
部
会
傍
聴
〔
境
理
事
〕

２５
（
火
）
日
司
連
役
員
選
挙
制
度
に

関
す
る
法
務
省
民
事
局
と
の
打
合

せ
〔
三
河
尻
常
任
理
事
他
〕、
自

民
党
司
法
制
度
調
査
会
「
法
曹
養

成
・
法
曹
教
育
及
び
資
格
試
験
の

あ
り
方
に
関
す
る
小
委
員
会
」
出

席
〔
佐
藤
会
長
他
〕

２７
（
木
）
国
民
生
活
審
議
会
第
８
回

総
合
企
画
部
会
傍
聴
〔
境
理
事
〕

３１
（
月
）
第
３
回
電
子
署
名
及
び
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
の
施
行
状

況
に
係
る
検
討
会
出
席
〔
佐
藤
会

長
他
〕
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